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はじめに

市の地域福祉を する地域福祉推進

　 地域福祉推進 （発 ）が地域の 広い関 者の協 のもとで 定さ

れました。この を までは「社協発 」と んでいましたが、 期からは「地

域福祉推進 」として出発します。

　社会福祉協 会（ 、社協）は地域福祉の推進を 的とすることが社会福祉 に

定められた です。したがって、社協の 強化を る発 が地域福祉推

進 になります。 者と 者の 方の いは、 の ではなく、より 共

を持った内容の であることを、市民・関 機関 の 様に していた く

ためです。

　な なら、令和になったことも 的ですが、いよいよ 子高齢化、人 、

身社会化の地域社会 による「 らし」の 化が に進 ことが予 されるから

です。これまで に地域福祉の推進を に出し、社協役 員、地域関 者、専門機関、

行 などの多くの関 者の協 と協 のもとで 市の地域福祉を進める がでて

まいりました。

　 市の地域福祉推進の は行 である地域福祉 によって進められます。

は、行 と協働しつつ、社協の つの を生かした民 として地域

福祉を推進します。それは「住民 の協 」と「地域福祉の専門機関」という

つの です。 者は地域住民（ ）が 参加し、その のもとに 関 者

が参加し を行う であること、 者は地域を として実 する福祉専門 を

した専門機関であることです。この住民と専門 の で地域福祉を推進するこ

とが の です。

　地域福祉は に新しい 度が ない地域生活課題に かつ持 的に開発してい

くという を持っています。したがって、民 である が実 を して

いくことが です。その活動・事業の として５つの推進 と 21 の活動 を

定しました。これらの活動・事業は、 、 の進行 の で 化発 して

いくと われます。また、それは、住民をはじめ関 者との協働のもとでしか推進で

きません。

　 を関 者による地域福祉推進の協 の題 にしていた き、 市の地域福

祉を する り が進 ことを いたします。

　　　　　２ ２ 年 3

　　　　　　　社会福祉 人　 市社会福祉協 会

　　　　　　　 地域福祉推進 （発 ） 定委員会

　　　　　　　委員 　 　 （関 学 学　人 福祉学 　教 ）
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１ 　
１．計画の名称
　この の 称は、「 地域福祉推進 （発 ）」（ 「 」という。）

と います。

２．計画の期間
　 の期 は、2020 年度（令和 2 年度）から 2024 年度（令和 年度）の

５年 とします。

３．計画の目的
　 は、社会福祉 人 市社会福祉協 会（ 「 市社協」という。）が、

市内に ける地域福祉を推進する中 機関として、住民 よ 行 、関 機関・

等、さま まな活動 とともに、 年で進める活動 よ の 、

強化の方 を すものです。

４．計画の構成
　 は、 の つの「 」によって します。

　 １ は、 の です。この で、 の のア ト ンと、 の

実 を しました。

　 ２ は、 市社協を り く 状です。この を 定する である社会状

況や、関連する施 等との を しました。

　 ３ は、 １ 、 ２ を まえ、 の と 方 を定め、推進 と

活動 からなる の を しました。

　 ４ は、 市社協が、地域住民や、行 、関 機関・ 等、さま まな活動

と り つの推進 と、推進 ごとの地域福祉を推進する活動 よ

市社協の や 等のあり方などの つの 点 を ん 21 の活動

に事業の実施 を しました。

　 ５ は、 年 の 期 に いて、 に づき り 事業の推進を る

ために な課題の協 を行う「 地域福祉推進 推進委員会」の開催 推

進 ごとの 推進 ー について しました。

５．計画の策定方法
　 30 年（201 年）11 に、 定に けての 員 会を開催した 、

地 社協等連 会、民生委員 委員、障がい者 、 人、教 関 者、 社

会福祉協 会、行 、学 者からなる 地域福祉推進 定委員会（ 「

定委員会」という。） 12 の委員 1 ー 参 を するとともに、 員

ワー ン ー を しました。また、 ６ 発 推進・ 委員会からの

期 定への を まえ、 員ワー ン ー での 状 と課題 出を行

い、 定委員会に いて課題を しました。

　さらに、 定にあたって、 事による 会に いて、それぞれのワー ン ー

から する協 内容を いた くとともに、 員会に いても、 定に
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ける課題を し役 員で協 した内容を めて、 定委員会での につな ま

した。これらの協 を、 定委員会事 ン ーで、 にまとめました。

６．他の計画等との関係
　「 市地域福祉 （ ２ ） 定 」をはじめ、「 地域福祉支援 （

４期）」、 社会福祉協 会「地域共生社会の実 に けた社協活動 」、 生

働 の「地域共生社会に けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する 会（地

域共生社会推進 会） とりまとめ」等の との を りながら、 の

定に り ました。

７．これまでの計画の推移
　 ３ 発 は、 3 年度（1 1 年度）に 定しました。

市に いては、 高齢者の福祉事業を担う として、ふれあい福祉 社（ 、

市社会福祉事業 ）が 立されたことから、 市社協は、地域福祉と障 者福

祉事業を推進することを活動方 とし、 事業の「ふれあいのまちづくり事業」

の実施と、市立障 者福祉センターの運営 や、 度障 者 サー 事業を

しました。

　 年の ・ により、新たに 活動の事業を 開することになり

ました。

　 ４ 発 は、 13 年度（2001 年度）に 定しました。

　 事業が ち き、「新たな 」を活動 として、地域福祉活動を担う専門

として、 ワーカーを づけ、 学 ごとの地域福祉活動の支援をす

るとともに、地域福祉ネット会 の実施や、地 ン アセンターづくりに り

ました。また、障 者の 支援事業や 支援事業、高齢者の である

地域包括支援センター、障 者の ・生活 支援を行う地域生活支援センターを

しました。さらに、市立障 者福祉センター、市立障 者 サー センター

に加え、市立地域福祉 センターの 運営を し、事業を しました。

　 ５ 発 は、 ２１年度（200 年度）に 定しました。

　「誰もが住 なれた地域で らし けることができるまちづくり」を として、「ふ

くしでつな 、まちづくり」を 方 に、 支援 （たよれるネット）を
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立することを 点事 としました。 ２３年度（2011 年度）から、市内の つ

の社会福祉 人が協働で運営する 市福祉 護センター事業の事 を担いま

した。

　 発 は、 ２６年度（2014 年度）に 定しました。 ５ 発

の を き 、地域の福祉 を高めるまちづくり、 んなが 役のまちづくり、

んなで え、支えあえる づくりの 3 つの 方 を 、５つの 点事 と

５つの 強化方 を て、活動を 開してきました。

＜第３次計画以降の計画の推移＞
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８．第６次発展計画の進捗状況（成果と課題）
　ここでは、 発 の進 状況を します。この 年 に、 つの 点

と５つの 強化方 に り ん と、その課題を ています。

　

＜重点事項＞
（１）一人ひとりの困りごとを受け止める支えあいの基盤づくり
　

住民 の見守り活動として、つどいの場づくりを進めてきました。 から

づくりの場として、地域ふれ愛福祉サロンが り まれていますが、 2 年度

（201 年度）からは増 なく、 30 年度（201 年度） では 122 サロンが

り まれています。 2 年度（201 年度）から、誰でも参加できるつどい

の場として、地域交流カフェの り 支援を実施し、 30 年度（201 年度）

では、1 所で り まれています。また、さくらっこ食堂等のこどもや多世代

の居場所づくりや、 うえん・のうえん事業などの新たなつどいの場づくりが進 、

５年 で、つどいの場 1 0 所の に近づきました。

　　また、地域見守り協定事業所の は、 2 年度（201 年度）に 22

事業所であったのが、 30 年度（201 年度） には、23 事業所で、５年

での の 2 0 事業所には しませんでしたが、 年度増加しました。地 ン

アセンターも 2 年度（201 年度）に１ 所増え、市内１１ 所となり

ました。

地域 が、 2 年度（201 年度）に２ が 的に 立され、

30 年度（201 年度）には、3 、 31 年度（令和 年度 201 年度）に、

が 立され、地域 ン ( 学 の福祉活動を ) づくりに、

ワーカー 生活支援 ー ネーターが関わり、地域住民 の活動が広がっ

てきています。

2 年度（201 年度）に、 の ワーカーが、 ２ の生活支

援 ー ネーター業 を することで、 人 となり、1 学 の福祉活

動を支援することとなりました。そのことに い、ご近所あんしんネットワーク事

業に 手し、６つの 地 を定め、活動の に り ました。

　課題

地域の見守り活動を進める中心的な役割を 20 年 担ってきている「地域ふれ

愛福祉サロン事業」に いては、 者、 ン アとも高齢化・ 定化してき

て り、 者を 定しない地域交流カフェ活動や、子どもの居場所、いきいき

など、新たなつどいの場づくりが となってきています。また、つどいの

場をつくる担い手を する方 の が です。

学 域に ける けあいのしく の「地 ン アセンター」については、

りごとを えた人と支援者をつない り、地域課題に してその を るた

めの につな 役割を担う、 ー ネーターの が です。

ご近所あんしんネットワーク事業を広 る方 の が であり、 りごとを

えた人を 期に発見し、 応するために、地域住民と専門 、関 機関との連携

成果

課題



も です。

地域のさま ま社会 を する役割を担う ワーカー 生活支援

ー ネーターは、地域住民やその の機関・ 等とともに地域の生活課題を

にし、課題 の場 ( 地域福祉ネット会 等 ) を 実することが められていま

す。

（２）一人ひとりの強みを活かせる社会参加の場づくり
　

子どもの居場所づくりや、 きこもりの の支援を実施しました。また、「見守り、

見守られ事 」を し、障がいがある人の強 を活かして活躍する場の をし

ました。

地での うえん・のうえん事業や、 の活 なども実施し、 や、 き

こもりがちな人の ン ア活動につな ました。

　課題

きこもりがちな人への支援については、 人 とりに応じた 応が であり、

社会参加の場の開 が です。( ー カフェを実施し、 人の の参加でした。)

さくらっこ食堂や、いた っ子 んらん食堂などの子どもを中心とした地域の居場

所づくりの活動は、 の 、関 機関等の強 を活かし連携しながら、 り

んでいますが、 もさま まな活動 が連携し、新たな社会参加の場を 出す

ることが です。

（３）市民福祉活動の活性化
　

業への社会 アン ートを実施しました (4 社中 社から ) が、 業への

働きかけにはつながりませんでした。また、 働 に ン ア活動を 介し

ましたが、 的な活動にはつながっていません。た し、生活協 との連携

ができ、新たな活動につながりました。

中・高年 の ン ア で、いくつかの活動実施 が立ち がり、 年 ・

　 役世代 への ン ア 講座では、 カフェづくり講座を実施

し、新たなカフェ等が立ち がりました。

学生 の ン ア 学習 ( なつ ) や、こども ン アク な

どに り ましたが、参加者が ない状況です。

福祉学習の 発 子づくりを市内の ・中・高 に かけましたが、 られた学

けの参加となりました。

ン アセンターの ・運営 を 年度実施しました。また、市と地

域防 の課題等について協 の場を持ち、 の市と 市社協の役割

担や、地域の ー の 方 等について 協 しています。

ン ア活動の活 化、市民が参加しやすい、 が やすい ン アセ

ンターの運営等について、 ン ア・市民活動センター運営委員会での協 を

実施しました。

成果

成果

課題課題



　課題

業や 働 、生活協 等の多様な活動 との連携について、 的な方

の が です。

新たな ン ア活動者の については、地域の ー に らし、 や内容

等についての が です。

地域と学 、地域と地 業等との連携による社会 ( 地域 ) 、 ン ア活動

の 的な活動 ーの が です。

の地域の ー の 方 や、 の り 方 、市と 市社協の役

割 担等、地域防 の課題点についての 協 が です。

ン ア・市民活動センターの運営をより活発化するため、人員 について

協 ・ が です。

（４）総合相談支援体制の推進
　

地域福祉推進室に いて、 れのない 支援 を するために、 護を

担っていた 門に、生活福祉 ・ 援護 の 業 と、生活 者 立支

援 度に ける ・ 支援事業を加え、 がしづらい、 らかの課

題を えた人と 護支援が 的にできるように を しました。

課題 会 を開催し、 支援と地域支援が 的に支援できるように課題

を行いました。

地域包括支援センターでは、市内 所の地域 地域包括支援センターの

方支援として、 、 ・ 護、多 連携、介護予防、包括的・

的 ア ネ ント、 ア 等を行いました。 市社協は、市民 見人

・活動支援を行い、 2 年度（201 年度）から 30 年度（201 年度）

までに 人の市民 見人が 生し、 見 人として市民 見人の活動を支援し

ました。

　

　課題

課題 会 では、 れのない 支援 を するため、 支援と地域支援

の のリー ーが参 し、 支援と地域支援の の を ってきまし

たが、 に課題 を行う 動 ー ン が進んでいないため、 が です。

護・ 担当を 化しましたが、その を ー ー できる

員がいないため、 の が です。

地域包括支援センターや、地域生活支援センターの課題 を行うとともに、

市 の 支援 の中で、どの を 市社協が担う きかを、

にすることが です。

（５）地域福祉推進のための体制整備
　

ア会 や、ご近所あんしんネットワーク事業などに 点を いて り んで

きました。また、地域福祉ネット会 や、多 連携会 、民生委員 委員

成果

成果

課題

課題



会などにも り ました。そして、地域福祉ネット会 の づけを市とともに

共 化しました。

市域 の課題 を行う場の については、 ができませんでした。

30 年度（201 年度）は、 強会を実施

　課題

ー の 会 、 学 域の課題 会 である地域福祉ネット会 、市

域の課題 を行う会 の関 を し、 的な協 ができる場の が

です。

地域福祉ネット会 代 者連 会や、地 社協等連 会などの会 の役割や づ

けを市とともに協 し、 していくことが です。また、地域の生活課題

の場に、障がい者支援についても協 ・ が です。

市に ける市域 の課題 を る場の について、市と協 ・ する

とともに、 市地域福祉 で われている 支援 の強化の中で、

市社協の たす き役割を 化していくことが です。

＜組織基盤強化方針＞
（１）協議体機能を発揮した、まちづくり
　

事会に 会を け、 2 年度（201 年度）から、４ 会 ( 人 営、

支援、 地域支援、 障 者支援 ) 、 市社協が り んでいる

的な活動内容の や、 見交 ・協 をしました。

員会に いても、 地域福祉推進 定に けての 見交 や 見

をしました。

社会福祉 人連 協 会では、 人による連携・協働のための を年３ 開催し

ました。また、障 者 ー 協会については、 立した運営ができるように支援

しました。

　課題

事会に いては、 会に いて、 事と 員との協 が行えるようになってきま

したが、 す き課題の協 までには っていません。 は、 市社協とし

て り き事業等についての協 を実施していくことが です。また、

員会に いても、 を代 する委員として、住民の生活課題を した協 が

できる場にしていくことが です。

社会福祉 人連 協 会では、地域と 人 に 人 が協働・連携していく地

域 の り を協 し、 的な り につな ていくことが です。また、

障 者 ー 協会と 市社協が協働して、 リン ックに けて、障

者 ー の 発等に関して り ことが です。

成果

課題

課題



（２）行政とのパートナーシップを強化した仕組みづくり
　

「 市地域福祉 （ ２ ） 定 」 定に委員として参 するとともに、ワー

ン の進行を行いました。また、 市高齢者 福祉 ・介護 事業 (

期 )、障 福祉 ( ５期 ) 定についても関わりました。さらに、 護支

援 の新たな について、市とともに協 してきました。

地域福祉推進 定にあたり、市から委員 出と参 、 に応じて 員

ワー ン ー に関わっていた きました。

　課題

中・ 期 （ 市地域福祉 、 市地域福祉推進 ）について、市と

市社協が、共通 のもとで り んでいくことが です。

市社協の民 、 共 を活かして、市からさま まな事業を していますが、

事業の進 状況や課題について、共 の場が です。

  

（３）伊丹市社協らしい支援力の発揮
　

定 者 度に いて、市立障 者福祉センター、市立障 者 サー セン

ター、市立地域福祉 センターの３施 を 運営しています。また、市から、

福祉事業を し実施しています。

課題 会 を実施し、 を し、 的な支援の方 を しました。

　課題

市立障 者福祉センターは、障がいのある市民からのさま まな に 応ができ

るよう 員の を るとともに、障がい者 の事業運営ができるように

り ことが です。

市立障 者 サー センターは、市立障 者福祉センターと 的に事業を実

施し、地域に開かれた施 として、 ン アの れや、地域住民との交流の

場づくり等につな ることが です。また、 者 人 とりに応じた支援と、

・介護 の強化が です。

市立地域福祉 センターは、 定 者として、 市社協が運営する リット

を ち出すことが です。

（４）支援力を発揮するための人材育成と体制整備
　

市社会福祉 会などの事業に して、 員が 的な ロ ェクト ー を

し、事業を実施しました。

新人 員 や、実習生の れ方 などを しました。

　課題

による 的な 応が な場 に、 員 ロ ェクト ー を立ち 、

成果

成果

成果

課題

課題

課題



実施しましたが、 定の 員への 担や、 業 の 行の になっていないの

が です。

市立地域福祉 センターと市立障 者福祉センターが、 に、 ン

アセンターや、福祉 所などの の役割を担うこととなっていますが、 に担

う き役割を 化するため、市との協 を していくことが です。

の の 立に けた をすすめるとともに、 員として共通する

の を るための が です。また、 の実施については、 とん

ど り めていない状況です。さらに、地域福祉を推進するための 員の

ロ を し、 人の 員との の場が です。

（５）活動財源の創出
　

会 については、地 社協等 ( 学 ) の地域福祉活動に 点的に している

ことを、 地 の 会等で住民に 発をしました。会員 は い状況です。年 、

が している状況にあります。

共 については、 方 を実施し、 広く市民に 発しました。また、

社協 事業として、地域のつどいの場である、地域ふれ愛福祉サロン事業に 点

的に しました。新たな り として、 ロ ェクト事業に１事業

所が しました。

ー ・ 発見 委員会に いて、地域のさま まな から委員を 出し、

進地 や社会 としての 活動について、見 を めることができました。

広 ・ 発活動として、「社協 より」をはじめ、 ー ー 、 ロ 、フェ ッ

ク、 ー ー 、 等を作 し、地域福祉 等を しました。

　課題

会 をはじめ、共 や、寄 などの を 化し、 を に 当するの

かを、市民に かりやすく広 することが です。

活動 については、活動 の 方 とともに、 の ( 人や場所、専

門 の 等 ) も めての が です。

広 ・ 発活動については、 や 的に見 った手 や実施方 を すること

が です。

成果

課題
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２ 　 市社協を り く 状
　地域では、 子高齢化が進行するとともに 世帯 の 化が進 、また、

フ タ が多様化する中で、人と ととの関 が 化し、社会的孤立・社会的

が 化した事 が こっています。また、社会 題として、「 ５ 題」や、「

ア」等、福祉 ー が多様化・ 化し、 の 度の 内では支援しにくい「

度の 」の 題が 化してきています。

　こうした状況から、これまでの高齢者、障がい者、 といった の 度に

づいた 割りの支援では、 しにくい 題に して、 を 的に、かつ包括的

な 支援 の が がれています。

　また、 が 地で頻 に こる中で、 を 定した住民による 援護者

への支援 づくりの り も となってきています。

　 高齢者や障がい者・ の増加をはじめ、地域に らす 人や、多

化共生の社会づくりの から、 護の ・支援、生活 者への支援、

い や交通の さなど生活支援を とする方の ー が増 し、その支援の方

と担い手 など地域のあり方を せて することが となっています。

１．福祉施策の動向
（１）社会福祉法の改正
　 度の や、 的な 題を するため、 度、 ごとの 割りの関 を

えて、多様な がつながることで、住民 人 とりの らしと生きがい、地域をと

もに っていく社会である「地域共生社会」の実 に けた り を見 えて、社

会福祉 が ３ 年（201 年）４ に されました。

　 点として、

地域共生社会の実 に けて、地域福祉推進の として、地域住民等は、福祉サー

を とする地域住民 その世帯が える様 な にわたる地域生活課

題を し、その に する支援を行う関 機関との連携等によりその を

る。

市は、地域住民等 地域生活課題の に する支援を行う関 機関の地域福

祉の推進のため の協 が に行われ、地域生活課題の に する支援が

包括的に される を するよう める。

市 は、それぞれ市地域福祉 地域福祉支援 を 定するよう

めることとするとともに、 の 事 として福祉に関し共通して り

き事 を 加する。

　 の点を まえ、地域共生社会実 に けて、「地域住民等」と連携して、

かつ多様化していく地域生活課題の に する支援を行うための として、福

祉 も めた、市役所内の連携を強化するとともに、市役所 の関 機関・

も めた「包括的支援 」を していくことを り ん 、地域福祉

の 定が となってきています。

（２）「地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
　　　（地域共生社会推進検討会）」の最終とりまとめ
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　 生 働 に いて、 31 年度（201 年度）に、 期社会福祉 に け

た市 に ける包括的な支援 の のあり方や、地域共生社会の実 に け、

中 期の 点から社会 障・生活支援に いて、 強化す き機能等を に し

た 会の とりまとめが出されました。その中で、「地域共生社会の は、

度・ の や、「支える 」「支えられる 」という の関 を えて、人と と、

人と社会のつながり、 人 とりが生きがいや役割を持ち、 け いながら らして

いくことができる、包括的な 、地域社会を るという え方である。」こ

とが されています。そして、 の新たなア ロー として、 人 とりの生が

され、 かつ多様な 題を えながらも、社会との多様な関わりを として

的な生を していくことを支援する機能の強化が められて り、専門 の支援

は「 的な課題 を すア ロー 」と「つながり けることを すア ロー

（ 支援）」を わせていくことが とされ、専門 による 支援と、

地域住民 の支え いや やかな見守りという、 方の 点を し、 的にセー

フ ネットを強化していくことが ということが われています。

　そのためには、市 に ける包括的な支援 を するために、「 らない

支援」、「参加支援」、「地域づくりに けた支援」の３つの支援を 的に行う新たな

事業の が られています。新たな事業は、市 が、さま まな課題を える

ての地域住民を として、地域住民や関 機関等と する場を持ち、共通

を持ちながら り を進めるとともに、定期的に実施状況等を ・ ・ す

る をつくることが されています。

　また、包括的支援に携わる専門 等の支援の を担 するため、 カリ

や教 等の の推進、 の実施等、人 ・ に けた り を進めるこ

とと、新たな事業について、市（ ）地域福祉 の 事 とす きことが さ

れました。

　そして、 は、広域での人 やネットワークづくり、広域での支援や

を担い、 は、 域を える 事業を進める か、市 に して、

的な カリ や教 等の 、 の実施等、 と連携した人

の推進などを進めることが されました。

２．伊丹市の現況
（１）人口推移
　 では な人 社会を えている中、 による 市の人 を ると、

人 は 増 にあります。 人 ・年齢 3 人 の推 を ると、 和

年（1 0 年）から 0 14 の年 人 が にある 方、 の高齢

者人 は増加 にあります。 1 年（200 年）には、年 人 と高齢者人

が して り、また、 動 の推 では、 2 年（201 年）までは、出生

が を っていましたが、 30 年（201 年）からは、 が出生

を りました。また、人 ッ からは、 の世代が、 2 年（201 年）

から の高齢者となり、その も、 ア世代が高齢者になるまでの

20 年 は、高齢者人 が多く、 子高齢化の進行が られます。
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■総人口・年齢 3区分別人口の推移

（ 年 10 1 点）

■年齢 3区分別人口構成比の推移

（ 年 10 1 点）

■自然動態の推移

市
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■人口ピラミッド
（平成 22年）

（平成 27年）
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■小学校区別人口、世帯数、高齢化率、ひとり暮らし高齢者数

世帯 ・人 ・高齢化 は、 市 201 ( 令和 ) 年 1 人 推

市高齢者実 ２ １ 年度 (201 ( 令和 ) 年６ １ )

 

小学校区 世帯数 人口 0 歳～ 

１９歳 

２０歳 

～６４歳 

６ ５ 歳

以上 

高齢化率 ★67 歳以上のひ

とり暮らし人数 

伊丹小 9,079 20,409 3,676 12,892 4,712 23.1% 791 

稲野小 5,370 13,354 2,653 8,085 3,160 23.7% 458 

南小 7,823 17,641 3,280 10,933 4,195 23.8% 718 

神津小 2,622 5,899 885 3,406 1,834 31.1% 338 

緑丘小 4,514 11,026 2,190 6,662 2,669 24.2% 417 

桜台小 4,826 11,856 2,203 7,053 3,104 26.2% 407 

天神川小 5,517 13,589 2,479 8,123 3,704 27.3% 607 

笹原小 6,896 16,842 2,940 9,679 4,952 29.4% 511 

瑞穂小 4,064 11,151 2,084 7,361 2,335 20.9% 317 

有岡小 5,492 12,356 2,305 7,645 2,864 23.2% 512 

花里小 3,329 8,105 1,351 4,612 2,527 31.2% 359 

昆陽里小 3,749 9,151 1,892 5,373 2,376 26.0% 421 

摂陽小 3,648 8,510 1,385 4,782 2,707 31.8% 382 

鈴原小 3,045 7,298 1,191 4,081 2,298 31.5% 343 

荻野小 4,504 11,268 2,263 7,071 2,487 22.1% 277 

池尻小 4,407 10,799 2,066 6,412 2,830 26.2% 505 

鴻池小 3,543 9,025 1,964 5,544 2,052 22.7% 353 

計 82,428 198,279 36,807 109,991 50,806 25.6% 7,716 
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（２）合計特殊出生率
　 市の 出生 は を て、 22 年（2010 年）に 1 3 と高

まりましたが、 2 年（201 年）に 1 になっています。 や の を っ

て推 して り、近 と しても高い となっています。

■合計特殊出生率の推移

年

（３）家族形態の変化
１）世帯 推

　世帯 は、 12 年（2000 年）は、１世帯 2 人でありましたが、

2 年（201 年）には、１世帯２ ４５人となり、世帯 は年 さくなっています。

　また、 については、 12 年（2000 年）から 2 年（201

年）では、 身世帯が、５ （23 から 2 に）、２人世帯が、３ （2 から

30 ）増加し、３人世帯 が （ 1 から 43 ） しています。

■世帯数の推移

年



1

２）共働き ( の 業 ) 推

　 12 年（2000 年）は、 のいる 世帯に ける共働き世帯の は

３５ ５ でしたが、 2 年（201 年）には、３ ５ に増加しています。

　また、年齢 の の 業 の推 を ると、40 代、 0 代が高く、６割 の

が働いています。加えて、20 代、30 代の子 て世代の の 業も増加して り、

４割を えています。

■夫婦のいる一般世帯における妻の就業状況の推移

 

■年齢層別の妻の就業率の推移
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（４）地域組織の変化
１） 会 の推

　地域（ 会）で実施している活動の なものとして、 交流関 （ り、もち

つき等）、 関 （地域 等）、 関 （ご 題、 題等）、 見守り

活動（通学・ トロー 等）、 地域行事への協 （学 行事等）、 行 からの

（地域 見のとりまとめ、 、行 との連 等）、 事 （ 会、 事

会などの開催等）があります。 会の 状は のと りです。

　 市は、 会等が住 よい生活 づくり等をめ して行う 活動

や、地域住民の連帯 を高 するために 会 会 ロックが行う 活動

等に し、心 かなまちづくりに めています。

２）地域 の推

　 市は、 学 を活動 として、 内に居住されるす ての市民が活

動に参 でき、 も地域の活動が して実施できるよう「地域 」の 立

と、 の地域の （ 10 年）の実 に けた り を った「地域

ンづくり」の支援を行っています。

　地域 は、 2 年度（201 年度）に、 学 、 学 を

地域として 立され、地域 ンの 定と、地域 ンに づいた事業を

実施することで、 市は、それぞれ地域の実 に応じて地域 括交 を支 し、

また、運 方 やふるさと寄 による交 の活 について を行うなど、地域

に ける地域活動の推進を支援しています。そして、 市は、 30年（201

年）年６ には「地域 立等に関する 」を 定しました。

　 市は、 に地域 ンを 定している 学 ・ 学 に加え、

30 年度（201 年度）は、 学 ・ 学 ・ 学 に け

る地域 ンの 定について、地域の 担軽 を るため、その 定に る を

するとともに、 見交 会やまちあるき等に参 するなどの支援を行いました。

その 、 学 ・ 学 では、地域 ンを 定され、 学

 

自治会の現状 H27 H28 H29 H30 

自治会数 210 208 207 204 

世帯数（推計） 79,536 79,204 80,111 80,783 

戸数（自治会区域内） 69,217 71,290 72,181 72,580 

自治会加入戸数 52,718 51,636 50,925 50,403 

加入率 
自治会区域内 76.2 72.4 70.6 69.4 

市域 66.3 65.2 63.6 62.4 

解散(休止)した自治会数 3 1 2(1) 2 
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については、さらに を 定する予定となっています。さらに、 31 年

度（201 年度）年度からは、 学 に加え、新たに 学 ・ 学

・ 学 ・ 学 ・ 学 ・ 学 が地域

ンの 定に るために支援を行っています。

３） き ・ の状況

　 市では、 2 年度（2014 年度）に実 （ 等による）を実施し、

市内 1 421 の き が している状況にあり、 2 年（201 年） に

「 」に づき、「 市 等 協 会 」を施行するとともに、「

市 等 協 会」を し、「 市 等 」を 定しています。しかし、

点では 的な り にはつながっていません。

　 31 年度（201 年度）、 市社協の活動に のある き の持ち （ 民

生委員 委員）からの し出により、 市社協の ワーカー 生活支

援 ー ネーターの により、 学 の 協 会と を交わし、 ー

ンや、 の会等の活動に活 されています。

３．伊丹市の福祉状況
（１）高齢者
　高齢者 福祉 ・介護 事業 （ 期 201 年 2020 年）では、「地

域包括 ア 」と けた、 期介護 事業 を まえ、 の世代が

を える令和 年（202 年）を見 えた中 期的 によって、地域包

括 ア の 的な をめ します。

　 な り としては、地域包括 ア の中 を担う地域包括支援セン

ターの機能強化や、高齢者の社会参加や生きがいづくりに 点を いた介護予防事業

の実施、 の に けた ・介護の連携強化、地域 サー を中心

とした施 等を通じて、住 れた地域での 生活を支える を強化してい

くこと等を り んでいます。

　 である「 市 （ ５ ）」の施 に って、「 市地域

福祉 （ ２ ） 定 」、「 ３ 市障 者 ・ 市障 福祉 （ ５期）」

「 市 づくり 」「 市住生活 」などとも を り、 の

を定め、関連施 を推進しています。

「住 れた地域での らしを支えます」

　「 」「介護」「予防」「生活支援」「住まい」の５つのサー を 的に して、

支援が な高齢者の住 れた地域に ける生活を支援する地域包括 ア

の をめ します。

「高齢者の 気な生活を支援します」

　地域に できる活動の場をつくるなど、いきいきと活躍する高齢者を支援します。

「 心して らせる を します」

　 護の推進をはじめ、 高齢者やその への アの推進などにより、

身近な地域で 心して らせる を します。

「持 能な介護 度を します」
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な 担と を 持し、 定的な介護 事業運営を行います。

１）高齢者人 の推

　高齢者人 は、 期高齢者人 ・ 期高齢者人 ともに年 増加しています。

12 年（2000 年）に 、 30 年（201 年）には 期高齢者が 2 23 人（

3 ）、 期高齢者が 2 1 4 人（ 1 0 ）増加しています。　　

　 期高齢者割 は、年 にあり、 市、 、 ともに 4 割を えて

います。 期高齢者の増加 は、 期高齢者よりも高く、 も な増加が予 さ

れるため、 期高齢者の 増への 応 が められます。

　■高齢者人口の推移   　　　　　　　　■後期高齢者割合の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（いずれも 2 年 10 1 ）

２） 介護 定者 の推

　 介護・ 支援 定者 は

増加して り、 2 年

（201 年） 点で

５６ 人となっています。

　これは 年 で１ の増加

です。

　また、５年 の 24 年と

すると２ ５ の増加と

なっています。このうち 介護

３の 定者 が も きな

を し５ の増加となって

います。
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 高齢者人口 前期高齢者数 後期高齢者数 後期高齢者割合 

伊丹市 47,286 人 26,037 人 21,249 人 44.9% 

兵庫県 1,481,646 人 786,777 人 694,869 人 46.9% 

国 33,465,441 人 17,339,678 人 16,125,763 人 48.2% 

数値出典：介護保険事業状況報告 ( 伊丹市 )　各年 9月分より
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３）地域支援事業の

　介護予防・ 生活支援 事業は、 2 年（201 年）４ から介護

の により地域支援事業に けられたものです。 として、 多様な生

活支援の 実、 高齢者の社会参加と地域に ける支えあい づくり、 介護予防

の推進、 市 ・住民などの関 者 に ける の共 と 立支援に けたサー

等の 開を ています。

　地域の実 に応じて、住民等の多様な が参 し、多様なサー を 実させる

ことで、地域の支えあい づくりを推進するとともに、 支援者などに して

的かつ 的に支援等を行うことができるようめ します。

　 市では、 2 年（201 年）４ より、 生活 域ごとに１ ずつ生活

支援 ー ネーターが されることとなり、 市社協に され、

ワーカー 生活支援 ー ネーターとして、地域の福祉 の ・開 や、 ン

フ ー な地域の支援につな 役割を しています。

（２）障がい者
　 市では、 2 年度（2014 年度）に、障 者施 に関する 的な事

を定める「 ３ 市障 者 」を 定し、「障 の によって け てられ

ることのない共生社会の実 」を に、 市がとる き障 者施 の 的

な方 を しました。

　 2 年度（201 年度）に 定された、「 市障 福祉 （ ５期）」・「障

福祉 （ １期）」では、「障 者の 生活 社会生活を 的に支援する

ための 」に づく市 障 福祉 として、 立支援 に づく障 福祉サー

、 支援、地域生活支援事業などの実施にあたっての え方と なサー

の見 を し、その のための方 を定めるとともに、「 ３ 市障 者

」の生活支援、 ・ 業・ 的 立などの施 の を する内容としました。

　また、「障 者の 生活 社会生活を 的に支援するための 福祉

の を する 」に づき、「障 福祉 （ １期）」を、 市は障

福祉 と のものとして作 することとしました。

　これらの は、「 市 （ ５ ）」 「 市地域福祉 （ ２ ）

定 」を とするもので、「 市 づくり 」「 市高齢者 福祉

・介護 事業 」、「 市子ども・子 て支援 」の 福祉 に け

る関連 や、教 ・ ・人 ・まちづくりなどの関連 に ける 施 との連

携を りながら障 者施 を推進してまいります。

１）身 障がい者の状況（1 の人 、年齢 状況）

　 市に ける 1 の身 障 者手 所持者 は、 30 年度（201 年度）

では 0 人になり、 2 年度（2014 年度）の 2 人からは 1 の で、

い状況となっています。
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■伊丹市における身体障がい者数 (18 歳以上 )

　身 障 者手 所持者の年齢状況については、その 割 （ 3 ）を

の高齢障がい者が めて り、加齢に う などにより障 を持つに った人の

が と増えています。

■伊丹市における身体障がい者の年齢別状況

２） 的障がい者の状況（1 の人 、年齢 状況）

　 的障 者福祉 では、 的障 を定 していませんが、 生 働 が 12 年

度（2000 年度）に実施した「 的障 者 ( ) 」では、「 的機能の障 が

発 期 ( 1 まで ) にあらわれ、 生活に支障が生じているため、なんらかの

な援 を とする状 にあるもの」と定 されています。

　そこで、この 的障 の 定は、 的には、 に される「 的障 者

生 所」によって、それらの状 を 定することになりますが、その 定を 定

期 するものとして「 手 」等が より交 されます。 市に け

る 1 の 手 の所持者 は、 30 年度（201 年度）では 1 13 人で、
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2 年度（2014 年度）の 44 人から、1 1 人増えて り、割 であらわすと、

20 24 増えています。

■伊丹市における知的障がい者数

　 手 は 1 を えて する人もあり、年齢 については な はあ

りませんが、 30 年度（201 年度）では、 手 所持者の (4 )

を 20 代、30 代が めて り、高齢者である の手 所持者は 4 と

なっています。

■伊丹市における知的障がい者の年齢別の状況

３） 障がい者の状況（1 の人 ）

　「 福祉が な 者」については、 福祉 による「 障 者

福祉手 」の発行 によって することが出 ますが、 市に いては、

30 年度（201 年度）では 1 3 人に 手 が交 され、 2 年度（2014 年度）

の 1 0 1 人に て 31 増となっています。
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■伊丹市における精神障がい者の等級別手帳発行状況

４）障 者 消 の施行

　 2 年（2013 年）６ 「障 を とする の 消の推進に関する 」

が 定され、 2 年（201 年）４ １ から施行されました。

　 市に きましても、 2 年（201 年）3 に、「 市障 者 消の

推進に関する 員 応 」を定めるとともに、 市地域 立支援協 会に いても、

会を し、 の 消に けた り を推進しています。

（３）子ども・子育て
　人 代に った中で、 子化に めをかけ、 代の社会を担う子どもを

やかに生 てる を ることが められています。 24 年（2012 年）

に 立した「子ども・子 て関連 3 」に づき、 教 ・ 、地域の子ども・

子 て支援を 的に推進することを 的とした「子ども・子 て支援新 度」が ター

トしました。新たな 度では、市 が実施 となり、 、 所、 定こど

も を通じた共通の の と、 定こども 度の 、地域の実 に応じた子

ども・子 て支援の 実をめ しています。

　 市に いても、「子ども・子 て関連 3 」の を まえ、 2 年（201

年）1 に「 市子ども・子 て支援 」（ 、 1 期 ）を 定し、実 に

応じた の高い 教 ・ の 地域の子 て支援の 実に関わる様 な施

を推進してきました。

　その 、 では、さらに進 子化への 応や、 機 の 消をめ し「子 て

心 ン」や、令和 年（201 年）10 からは、 教 の や子 てに

かかる 的な 担軽 の 点から「 教 ・ の 化」を実施するなど、

なる 子化 を推進しています。
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　このような中で、 市では、 1 期 が令和 年度（201 年度）で 期

が することから、令和 2 年度（2020 年度）から令和 年度（2024 年度）ま

での 年 を 期 とする「 2 期 市子ども・子 て支援事業 」を 定し、

「子どもの の 」が実 される社会の と、す ての子どもの ちと、す て

の子 て の支援することにより、 人 とりの子どもが やかに できるよう、

市を り く新たな課題の に けて り を進めます。

（４）生活保護
　 市の生活 護 者 は、 21 年度（200 年度）に に増加しました

が、 2 年度（2014 年度）からは 増 に じています。 30 年度（201

年度）の 年度 は１ ２ ４ 、１カ 当りの 護世帯 は２ ４ ２世帯、

人員 は３ ４６２人、市内人 に する 護 は１ ５ となっています。

　世帯 世帯 の推 を ると、 2 年度（2014 年度）より高齢者世帯の

割 が増加して り、 2 年度（201 年度）で４ 、 30 年度（201

年度）で４ ４ となっています。この状況は、 的な動 と じ を して り、

高齢者の める割 は、 ますます増加するものと えられます。

　生活 護世帯の 立支援として、 支援 員、 支援員、 支援員、

生活支援員、 学支援員、 支援員、 31 年度（201 年度）からは

高齢者見守り支援員を して事業を実施するとともに、年 支援員、

員、介護支援専門員、 化推進員等の による 化事業にも り

んでいます。

　 2 年（201 年）４ の生活 者 立支援 の施行 、生活 護を と

される場 には、 立 支援機関が福祉事 所と に連携し、生活 護を

する には生活 者 立支援 度についての 、 等を講ずることとなっ

ています。 れ のない、 的な支援という 点から、連 的な支援が に実施

できるよう、 り を進めています。

（５）生活困窮者支援
　 2 年（201 年）4 の生活 者 立支援 施行に わせ、市役所内に「く

らし・ サ ートセンター」を開 し、 事業である 立 支援事業と住居

支 事業を、そして 事業の内、子どもの学習・生活支援事業（ 子ども

の学習支援事業）を実施しました。

　 2 年（201 年）4 には、 事業の内、 支援事業と 支

援事業（ 支援事業）も開 し、 きこもり生活者や 期 者への 支

援と、多 者や、子どもの学 を するために を す人などが

な を していくための支援を強化しました。

　さらに、 31 年（201 年）4 からは、 出が しい きこもり生活者やそ

の と関 を 持しながら、社会参加への を す く、ア トリー 支援

員を し、 きこもり支援の 実に めています。

　 のような 事業の活 に加え、市や地域の関 機関との連携を ることで、

的な課題を えた 者を支援しています。
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（６）地域の福祉状況
１） 学 ごとの福祉活動等の状況 　　　　 (201 年12 )

数

地域
自治組織名

自治協
改組年度

自治会
数

民生委
員児童
委員数

地域福
祉ネッ
ト会議

地区
ボランティア
センター

地区ふれ
愛福祉
サロン数

地域
交流
カフェ数

子ども
の

居場所数

おもちゃ
ライブ
ラリー数

地域
ビジョン番号

2034（策定済）
7（策定中）

11
（改組済） 251 16 11 124 18 98
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2） の支援の増加

　 市社協の では、さま まな に 応しています。その中で、 的

なこととして、 度の ( ー ー ) の方の が増加しています。

　障がいのある人の生活や の 支援を行っている、 市地域生活支援センター

では、障 者手 を所持していない人の 支援が増加しています。

　また、 がしづらい人の支援として、 生活 立支援事業や、 ・

事業を実施していますが、 や、支援者 が きく増加しています。

障害者手帳未所持者相談数
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３ 　 ・ 方 ・ ・事
　 市社協がめ す の として、 ５ 発 から 発 までの

10 年 、「誰もが住 なれた地域で らし けることのできるまちづくり」の実 を

て活動を推進してきました。

　 では、「誰もが らしく 心して らしていけるまちづくり」を新たな

として 、この を実 するために、3 つの「 方 」に づき、市民（住民）

や行 （市）をはじめ、関 機関・ と、さま まな活動 とともに地域福祉を

推進します。

１．伊丹市社協がめざす計画の理念

　 にある「誰もが・・」というのは、「支援を とする状況にある人」を めて

市内に住 人（施 等で らす人も ）と、 、 学の人も めたす ての

人を します。

　また、「 らしく」というのは、「それぞれの人がその人らしい タ （ ）

をもって」を、「 心して らしていける」というのは、「 人 とりの生活 を

んで に 心して らすことができる」ということです。そして、「 ての人を に」

「誰をも しない」まちづくりを、 市社協はめ します。

　

　 市社協は、人と ととの関 がつながりづらい地域社会に いて、さま まな

福祉活動を行っている市民（住民）や専門機関、関 ・ 等との連携に加え、

福祉の を えて、これまで関 が かった、 業や 働関 、 Ｏ 人、

ー や 化活動を行っている 、 所、 や消防 等の専門機関など

と連携を行い、 いの強 を活かし、さま まな地域生活課題の につながるよう、

その 役を担います。

＜計画の理念と基本方針の関係＞

市社協がめ す の

「誰もが らしく 心して らしていけるまちづくり」

「誰もが」は、支援を とする状況にある人を めた「す ての人」

誰をも しない地域社会

誰もが らしく 的に らしていける地域社会

の３つの 方 にもとづき、活動を行う。

「地域の福祉 を高めるまちづくり」

「 んなが 役のまちづくり」

「 んなが え、支えあえる づくり」

 
理 念 を 実 現 す る た め

に 

＜理念＞「誰もが自分らしく安心して暮らしていけるまちづくり」
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２. 伊丹市社協の計画の基本方針
　　

　 に いても、 の を実 するため、３つの 方 にもとづき、地域

福祉を推進することとしました。

　「地域の福祉 」とは、 地域が多様 を け れ、活動をつくり出し、地域のあり

ようを していく です。「地域の福祉 」を高めていくことで、地域住民が、

人 とりの生活課題を って かず、 たちの 題として け め、専門 と協働

しながら支えあうまちづくりを進めます。

　誰もが、それぞれの持つ強 を活かして、地域で「 らしさ」を発 できる社会

参加の り を通じて、 んなが 役のまちづくりを進めます。

　 人 とりの生活課題を、地域 の課題として んなで共 し、課題 に けて、

当事者・地域住民、専門 、行 （市）、専門機関など多様な ン ーが協働しあいながら、

地域での 開発や 等につながる づくりを進めます。

 ＜基本方針＞ 

「地域の福祉力を高めるまちづくり」 

「みんなが主役のまちづくり」 

「みんなが考え、支えあえる仕組みづくり」 

＜基本方針＞
「地域の福祉 を高めるまちづくり」

「 んなが 役のまちづくり」

「 んなが え、支えあえる づくり」

①地域の福祉力を高めるまちづくり

②みんなが主役のまちづくり

③みんなが考え、支えあえる仕組みづくり
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推進目標 1

推進目標 2

推進目標 3

推進目標 4

推進目標 5

基
本
方
針

3. 計画の体系図
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４. 2020 年度からの事務局体制（2室 5課）
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０
２
０
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４
推
進
目
標

４ 　推進 ・活動 ・事業実施

　　　　　　  身近なエリアでの見守り・支えあいの基盤づくり

　 市社協では、地域住民の生活課題を 期に発見し、それに 応できる

づくりとして、身近なエリアでの住民による「つながり（参加・交流）・見守り（気

づき・発見）・支えあい（生活支援）」の 3 つの活動の支援を進めてきました。

もこれらの活動をさらに 実・発 させ、 させていくことが になります。

　また、 、 市では、 学 域ごとに地域 への が行われ、住

民 で 10 年 の を見 えた地域のあり様を く「地域 ン」の作

が進められています。「地域 ン」が し われる中で、地域住民の生活課題

について し う場である「地域福祉ネット会 」や けあい・支えあい活動を

行う「地 ン アセンター」の運営やあり方等について住民と協 しながら、

内での づけも め地域 と なる連携を進めます。

【現　状】
　 発 では、 題発生の場であり、 の場でもあるより身近なエリア（

会 域）での住民の見守り・支えあい活動を推進する事業として「ご近所あん

しんネットワーク事業」を推進してきました。 的には、つどいの場や 会等に

働きかけ、地域で見守りが な人の 共 や生活課題等について し う場づく

りと、見守り・支えあい活動への支援を進めてきました。しかし、 し いの場と見守り、

支えあい活動の３つの機能を せ持つ場をつくることは しく、「ご近所あんしんネッ

トワーク事業」に り 地域は、 とした６地 から広がりませんでした。

【今後の取り組み】
　 は２つの場づくりを きな として、より身近なエリアでの見守り・支えあい

の づくりを進めていきます。

（１）既存のつどい場（地域ふれ愛福祉サロン等）を中心とした「(仮称 )ご近所会」　
　　づくり支援
　地域ふれ愛福祉サロン（ 、サロン）では、サロン に、参加している高齢

者等の気になる近況の 交 を行っているとこ が多くあります。そのようなサロ

ンに し、地域で見守りが な人の 共 や生活課題等について し う場、気

になる人の を 的に共 する場として、「（仮称）ご近所会」の開催を働きかけ

ます。

（２）活動者同士の情報共有・連携の場としての「ご近所あんしんネットワーク」づくり
　 会 域で行われている、つどいの場や見守り・支えあい活動等の活動者

がつながる場として「ご近所あんしんネットワーク」を づけ、 共 ・連携

活動項目１－１：「ご近所あんしんネットワーク」事業の見直しと推進

推進目標 1
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の場づくりを進めていきます。また、 し いで出てきた生活課題を見える化・課題

化しながら、身近なエリアでできる見守り・支えあいの地域福祉活動の づくりを

め します。

　「( 仮称 ) ご近所会」を実施するつどいの場が増えることで、地域の見守り・支えあ

いの が されていくことが期 されます。そのようなつどい場を てていきな

がら、 に「ご近所あんしんネットワーク」への参 の を広 ます。「ご近所あん

しんネットワーク」を実施する中で、住民の を 、地域生活課題を 期に発

見する や、協働して できる などを高め、地域住民の生活課題に応じた り

作りを支援します。

図1－①「（仮称）ご近所会」と「ご近所あんしんネットワーク」の関係図

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
１- １-( １) のつどい場（地域ふれ愛福祉サロン等）を中心と

した「( 仮称 ) ご近所会」づくり支援

１- １-( ２) 活動者 の 共 ・連携の場としての

　　　　　　「ご近所あんしんネットワーク」づくり

担当部署

地域福祉推進

担当

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
１- １-( １)（仮称）ご近所会に り や地域が４ 所になっている。

１-１-( ２)ご近所あんしんネットワークに り 会等が１５ 所になっている。

１- １-( ２) 市内でのより身近な見守り活動のネットワークづくりが進んでいる。

サロン連 会等での ・ 発

（仮称）ご近所会・サロン事業推進委員会の実施

事 の作

・ 発・ 実

地域支え い

フ ー の実施

地域支え い

フ ー の実施

４
推
進
目
標

（仮称）ご近所会
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４
推
進
目
標

【現　状】
　 市社協は、これまで 生活 域に ける地域福祉活動を行う中 的な 域を

学 として、地域住民を中心にさま まな関 者が 的に参 し、生活課題に

ついて し い、つながり・支えあい等の地域福祉活動や、社会 の の場とし

て「地域福祉ネット会 」を推進してきました。また、住民 で支えあい・ けあう、

地域の身近な 機能として「地 ン ア（ けあい）センター」の立ち

や、活 化を進めてきました。

　 方、 市では 2 年度から 学 を として、これからのまちづ

くりの方 や行動 を す「地域 ン」を多様な が参 して 定し、それ

に った実施事業を する地域 の 立が進められています。

　 、福祉のまちづくりを進めていく中で、地域福祉活動とまちづくりの 活動の

点を広 て地域の中で 的に進めていくことがさらに になっていきます。「地

域福祉ネット会 」や「地 ン ア（ けあい）センター」といった地域福祉

推進の となる活動について、 学 に ける住民 （地 社協・ 協

会等）との関 や づけについての が となってきます。

《住民自治組織とは》
　 学 を として、 会を としながら が参 ・連携・協 しながらま

ちづくりに り 地域 。地 社会福祉協 会、まちづくり協 会、 協 会、

協 会等のことを します。

【今後の取り組み】
　住民 の と わせて、地域 ンづくりを 定されることがますます

進んでいくことが 定されます。そのような中で、ここでは３つの り を進めます。

（１）住民自治組織における「地域ビジョン」策定支援
　見守り・支えあいの づくりが推進されるよう、市まちづくり推進課と連携して、

ワーカー 生活支援 ー ネーターが、福祉の 点を持って参 し、

地域 ンづくりへの支援を行います。 的には、地域福祉課題の や

し いへの参 、 定 の 的な関わりを進めます。

活動項目１－２：住民自治組織（地区社協・自治協議会等）と協働した地域福祉
　　　　　　　　の基盤づくり
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（２）「地域福祉ネット会議」の推進
　地域福祉ネット会 とは、住民や当事者、専門 、行 ( 市 ) 等多様な が参 し、

地域の生活課題について し う ー ととらえます。そして、そこで し われ

た内容が住民 （地 社協・ 協 会等）の活動に されていくような

づけとなるよう、住民 （地 社協・ 協 会等）と協 をしながら

します。

（３）「地区ボランティア（助けあい）センター」のあり方の検討
　地 ン ア ( けあい ) センターについては、役 や所 にとらわれない、「地

域で かやりたい」という いのある人が参 できる ー として づけます。

そして、住民が 的に運営するために、住民と ・実施する「地 ン ア

センター連 会」を立ち 、 的には、住民 で運営できる「（仮称）地

ン アセンター運営会 」の発 を進めます。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
１- ２-( １) 地域 に ける「地域 ン」 定支援

１- ２-( ２)「地域福祉ネット会 」の推進

１- ２-( ３)「地 ン ア ( けあい ) センター」のあり方の

担当部署

地域福祉推進

担当

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
１- ２-( １) 学 で福祉の 点を り れた り が実施されている。

１- ２-( ３) 住民 の地 ン ア（ け い）センターの運営が進んでいる。

１- ２-( ３) 住民 ー ネーターと専門 の連携 が されている。

地域 ンへの 事業（ネット会 ・地 ン ア

センター等）の づけの協 ( 見える化・ づくり )

地 との地 ン アセンター運営のあり方の協 （運営会 の立ち 、住民 ー

ネーターの 実）

４
推
進
目
標
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図１-②　住民自治組織と地域福祉推進基盤の活動との関わりについて

図１-③　身近なエリアでの見守り・支えあいの基盤づくり（関係図）

 

【現　状】
　地域住民が 的に運営されている に高齢者等の見守り・つどいの場である「地

域ふれ愛福祉サロン」は、広がりが見られます。また、 者を 定しない地域住民

の交流の場である「地域交流カフェ」が増えてきています。さらに、「いきいき 」

など 等を通じた頻度の高い交流の場に しても、 市社協として支援を進めて

きました。

　そして、子どもの居場所づくり支援として、 ン ア・市民活動センターでは「子

活動項目１－３：多様なつどいの場づくりの推進

自分たちで助けあい活動を考
える協議の場（仮称）地区ボ
ランティアセンター運営会議
を発足させる

★小学校区エリアで、役職や
所属にとらわれない、思いの
ある人が参画できるテーブル
として位置づけ
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どもの居場所作り講座」の開催、地域や専門機関等と協働した子ども食堂・学習教室

の開催支援等を行い、多世代交流の場として市内に広がっています。

【今後の取り組み】
　これまでの高齢者を中心としたつどいの場を土台に、身近なエリア地域でのつどい

場を多様化させ、それぞれの地域の状況や課題に応じたつどい場作りの推進・支援を

進めます。

（１）地域でのつどいの場の多様化、共生の場としてのつどいの場の推進
　市内でも増えつつあるこども食堂のような子どもを中心とした多世代交流の拠点づ

くりや、障がいのあるなしに関わらず、誰もが参加でき、気軽にふらっと立ち寄れる

共生のつどいの場作りを推進します。

（２）孤立しがちな人や世帯への地域の居場所や役割作りにつながる支援
　地域とのつながりを望んでいながら、なかなかきっかけがつかめない人、地域とつ

ながることに消極的な人、ＳＯＳが出しづらい人などの孤立しがちな人や世帯が気軽

に参加でき、役割が持て、つながりのきっかけとなるつどいの場づくりを地域住民と

進めます。

（３）見守りや開催頻度の高いつどいの場の支援
　高齢者をはじめ、地域で気になる人の見守りや定期的な通いの場としての機能を強

化するために、地域ふれ愛福祉サロンや地域交流カフェ等での「( 仮称 ) ご近所会」の

実施や、介護予防のための定期的なつどいの場の実施など、地域包括支援センター等

と連携し、高齢者が活躍できる場や活動の支援を進めます。

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
１- ３-( １) 地域でのつどい場の多様化、共生の場づくりとしての

つどい場の推進

１- ３-( ２) 孤立しがちな人や世帯への地域の居場所や役割作りに

つながる支援

１- ３-( ３) 見守りや開催頻度の高いつどいの場の支援

担当部署

地域福祉推進

担当、

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民

活動ｾﾝﾀｰ

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
１- ３-( １) 気軽に多様な人が立ち寄れる地域の居場所づくりが進んでいる。

１-３-(２)地域で孤立しがちな方がつどい場での役割を担い社会参加が進んでいる。

１- ３-( ２) 高齢者が参加者でもあり担い手でもある場が活発に運営されている。

ご近所あんしんネットワーク・サ

ロン事業推進委員会の実施

多世代交流の場をはじめとした多様なつどい場づくり支援

新たな支援内容の実施

４
推
進
目
標
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【現　状】
　 で 年のように が多発する中、 の や の が

地域での課題となっています。 に、 援護者と われる高齢者や障がいのある人の

支援については、近 住民の支援の が です。 に け い、支えあえる地

域になるためには、 からの身近な地域とのかかわりやつながりがとても 事にな

ります。

【今後の取り組み】
（１）自治会圏域での災害時を想定したつながりづくりの構築
　「（仮称）ご近所会」や「ご近所あんしんネットワーク」等を活 した し いや、防 ・

福祉 ッ 作りなどを住民と進めていくことで、高齢者・障がい者など に支援

が となる人の や を めていきます。そして、 等の を 定し

たつながりづくりを支援し、新たな担い手の発 ・ につな ます。

　また、行 や住民 や 会、当事者 、地 ン アセンター等と

連携して、 から に支援が となる人への 応が進められるよう、

ン アの支援などについて な連携 を したり、 に応じた

を行います。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
１ ４ （１）　 会 域での を 定したつながりづくり

　　　　の

担当部署
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民

活動ｾﾝﾀｰ、

地域福祉推進

担当

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
１ ４　身近な地域の中で、住民 が に支えあえる が協 されてい

る。住民 の からつながる が されていく。

活動項目１－４：災害時に備えた支援体制づくり

ン
アセンター運営

実行委員会
の立ち

福祉・防 ッ づくりの推進・支援

地域と連携した ン アセンター運営 の実施
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　　　　　　 多様な活動主体が出会い、つながる仕組みづくり
 

　地域に いて、活動の担い手 、高齢化、 定化等が きな課題となってい

ます。

　その 方で、市民や地域 、 ン ア、学 、 業、 人など多様

な活動 が、それぞれの持つ「強 」を活かしながらさま まな り 等を

進めています。また、市民の中には、地域活動等に関心を持っていても、実 に

は参加できていない人も なくありません。

　そのような中、 市社協は、地域のさま まな課題や ー を市民に け、

題 や当事者 を持っていた こうとしてきました。また、福祉の を発

しながら、 しでも福祉を身近に じてもらい、市民の福祉活動を活 化させ

ていこうとしてきました。

　しかし、さま まな実 を通して じることは、「 ること」や「関心を持つこと」

と、「実 に活動へ参加すること」は、 ずしもつながる ではないということです。

　これからは、「 そう 」、「やって たい 」といった市民等が わず活動へ

の を 出すような働きかけを します。そして、「 ・関心 活動参加」

から「活動参加 ・関心」への を ります。

　 は ン・フ ー ト 。多様な活動 が活動へ参加することを通

して、出会い、つながり、地域課題や福祉に き っていく、そのような

づくりを推進します。

【現　状】
　 市社協は、これまで に福祉に関連した活動 や り 等のつながりを

してきました。しかし、市民の福祉への （関心度、 居の高さ等）から えると、

福祉を に出した働きかけでは、これまで のつながりの広がりは期 できない

と予 されます。

　また、 の 多様化した地域課題と き っていくためには、福祉に関連した

り 等 けでは な役割は たすことが しい状況です。

【今後の取り組み】
　 や ー ン等を活 し、つながりづくりに関心ある市民等へ参 を

かけながら、福祉関連にとらわれない、多様な活動 が出会い、つながり える場

づくりを推進します。

　また、多様な活動 の持つ「強 」と地域課題を ッ ン するなど、福祉

の 等からは生 出すことのできなかった、新たな 出に けた働きかけを進

めます。

推進目標 2

活動項目２－１：地域課題等と向き合う、福祉の枠を超えたネットワークづくり

４
推
進
目
標
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４
推
進
目
標

（１）多様な活動主体のつどい・交流の場づくり
　市内の 業や など民 事業所を中心とした多様な活動 がつどい、 業 が

交流できる機会を 出します。そして、参加する活動 がそれぞれの強 や関心事、

課題等を り い、 市社協も めた活動 のさま まなネットワークが生ま

れる働きかけを進めます。

（２）「市民活動 × 福祉」の働きかけ
　市内では、さま まな市民活動が実 されています。これらの活動の中には、 し

点等を える けで地域課題と き える活動もたくさん します。

　こうした多様な市民活動と地域課題を ッ ン させるため、市民活動支援 （市

民まちづくり 、中 民 ）との連携を強化します。そして、さま まな市民

活動に福祉の を り 働きかけを行いながら、市民の多様なカタ での社会参

加を 進します。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
２ １ （１）多様な活動 のつどい・交流の場づくり

２ １ （２）「市民活動 福祉」の働きかけ

担当部署
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民

活動ｾﾝﾀｰ、

地域生活支援ｾ

ﾝﾀｰ

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
２ １ （１） ２ ２２年度より、 業 交流会を年 1 実施。参加事業所 に

加え、 市社協がこれまでつながりのなかった事業所とのつながり

を する。

２ １ （２）福祉 の 等からは生 出すことのできなかった新たな活動等を

出し、地域課題の につな ていくとともに、市民の多様なカタ

での社会参加を 進する。

事業所アン ートの実施（見守り協定 事業所、

サ ーター支援事業所など）

業 交流会の ・実施

市民活動支援 連携会 を通した連携 の強化 多様な市民活動と地域課題の ッ ン



40

【現　状】
　子どもたちの「福祉」への関心は、 して高いとは い く、 ン ア 等

へ参加する子どもたちの も にあります。また、「福祉学習」については、

いす やア ク 、障がい当事者との交流、福祉施 など、 高齢福祉、

障 福祉に関連する をすること と えられることが なくありません。

　 方、 市内では、 学 がそれぞれの 等を生かして、さま まな福祉学習

を実施しています。そして、学 と地域 等が連携し実施される福祉学習の機会も

しずつ増えています。

　人と ととの関 が になりつつある 、学 や施 に加え、地域の中で ま

れる、福祉学習の機会づくりが められています。

【今後の取り組み】
　子どもたちが「やって たい 」と える を らし、 人 とりが の住

まち に関心を持てるような福祉学習の機会づくりを推進します。

　そして、 や障がいのある人など、地域のさま まな人たちと出会い する中で、

人との関わり方や人に する を めていくことをめ します。さらには、「 た

ちにできること」を えたり、「 たちも役に立つこと」を したりしながら、「

多様な活動主体が連携して取り組む実践事例

　 に する サンロー 地

のまちなか 生協 会では、 の活 化をめ

した り を していました。 方、

に する高齢者福祉施 ア では、

地域のためになる施 の 活 について して

いました。

　この 2 つの が、 こども食堂 というつどいの

場づくりに つき、地域 学 地

協 会 や、障がい者支援に携わる Ｏ

人 Ｓ 、 市などとともに、実行委員会を

立ち ました。

　 いた っ子 んらん食堂 と された地域の

つどいの場は、 に 1 開催され、 40 を

える子どもたちが参加しています。

　ここでは、 食の けでなく、学習支援や クリエー ンなどの ロ

も り まれ、会場はいつも わい

　実行委員会 の持つ様 な「強 」が 所で発 されている 、地域

の高齢者等が支援 ン アとして活躍する社会参加の場にもなっています。

 

 

活動項目２－２：地域で育む子どもたちの福祉学習

４
推
進
目
標
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４
推
進
目
標

のまちをよくしていきたい」という いの 生えをめ します。

　また、 子で参加できる機会をつくることを通して、 護者への 発や、 護者の

地域活動参加へのきっかけづくりをめ します。

（１）地域と連携した活動の機会づくり
　市内の 学 では「 ・ クー 」の推進を 、学 と 護者、地域

住民等の連携がますます されて り、 された 的・実 的な り

が行われています。

　そこで、地域 をはじめ 、事業所等との連携を強化し、子どもたちが し

ながらさま まな地域活動に り める機会や、地域のことを っていく機会づくり

を進めます。そして、子どもたちが参加することで、地域活動の活 化、地域の中で

の の見える関 づくりにもつな ます。

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
２ ２ （1）　地域と連携した活動の機会づくり

担当部署
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民
活動ｾﾝﾀｰ、
地域福祉推進
担当

2020 年度
（令和２年度）

2021 年度
（令和 3 年度）

2022 年度
（令和４年度）

2023 年度
（令和５年度）

2024 年度
（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
２ ２　2022 年度より、地域 等と ー ンした「なつ ン ア

学習」活動 ロ を ・実施。 しでも多くの子どもたちが、
の住 地域の住民と新たなつながりが生まれ、わがまちに愛 をもつ。

「なつ ン ア 学習」活動

ロ の

「なつ ン ア 学習」活動 ロ の実施

活動項目２－３：一人ひとりの「強み」を活かせる社会参加の場づくり

【現　状】
　 支援 を推進していく中で、 支援と地域支援が連携しながら、専門

や地域住民をはじめ多様な活動 が協働し、支援を とする人の らしを支え

る づくりを進めています。

　しかし、 では、市民の生活課題を 消していくための連携が中心のため 人

とりの持つ「強 」を活かす機会づくりのために な連携には、ま ま

な状況です。

【今後の取り組み】
　 支援と地域支援の連携を強化します。そして、 支援 が している

の ー と、 ワーカーの する地域 、 ン ア ー

ネーターの する ー 活動等をつな ことで、市民 人 とりの持つ「強 」
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を活かせる活動の場づくりを進めます。

　また、 市社協内の連携 けでなく、「（仮称） ・課題 会 」（ 4 参 ）

を活 しながら、 機関の専門 との連携を強化した り 等も推進します。 に、

近年 きな課題となっている学 に行きづらい生 の支援につながる社会参加の場づ

くりを推進するため、 クー ー ワーカーや 員など、教 ・

福祉 との連携を強化します。

（１）生きづらさを抱えた当事者が強みを活かせる機会づくり
　障 ・ きこもりなど、生きづらさを えた当事者が 身の強 を活かせる機会づ

くりを進めます。 に、地域 等と連携し、当事者が地域住民に してさま まな

カタ で発 していける機会をつくり、地域での ・ 発にもつな ます。

（２）当事者によるコミュニティづくり支援
　多様な課題を える当事者 がつながり える機会づくりや、 的に り も

うとする活動（ ー 化を ）への支援を行います。

（３）教育と福祉の連携・協働による学校に行きづらい生徒の支援
　学 に行きづらい生 が 心して ごせる居場所づくり、 人に った社会参加の

機会づくりなど、教 と福祉が連携・協働しながら な り の支援を行います。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
２ ３ （1）　生きづらさを えた当事者が強 を活かせる機会づくり

２ ３ （2）　当事者による づくり支援

２ ３ （3）　教 と福祉の連携・協働による学 に行きづらい　
　　　 生 の支援

担当部署
地域生活支援ｾﾝﾀ
ｰ、障 者福祉ｾﾝ
ﾀｰ、市 立
課、地域福祉推
進担当、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・
市民活動ｾﾝﾀｰ

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活
動ｾﾝﾀｰ、地域福
祉推進担当、市

立 課

2020 年度
（令和２年度）

2021 年度
（令和 3 年度）

2022 年度
（令和４年度）

2023 年度
（令和５年度）

2024 年度
（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
２ ３　これまで生きづらさを え孤立していた当事者が、 らしく 的につな

がり える場が生まれる。また、地域の中で、当事者の強 が発 される場
が増えるとともに住民の が進 。

クー ー ワーカー等との定期的な連 会の開催

当事者による づくり支援、活動できる場

の開

ロ ェクト ー

の立ち

当事者による活動の機会づくり

４
推
進
目
標



43

４
推
進
目
標

【事業構想】 ゆっくりやってくるゴミ捨て支援事業『(仮称 )ゆっくるプロジェクト』

　高齢などのため で を出すのが になった市民が増えていることが、

きな地域課題となっています。

　 てについては、 ー ーによる支援が 能です。しかし、支援

が な の 帯は、活動 能な ー が なく、 ー ン アな

ど支援 ー が に高い 帯でもあります。そのため、 ーサー

を したくても ができない市民が多 すると われています。

　 方、地域に いては、 て支援を近 共 の支えあい活動の中で実施

している事 もあります。しかし、人と ととのつながりが 化し、地域福

祉活動の担い手 、高齢化、 定化といった点も きな課題となっている中、

的に関わっていく がある て支援を住民 の支えあいで 応し

ていくことには があるようにも見 けられます。

　こうした中、 市社協は、生活 者 支援事業所や居 介護支援事業

所、行 などと連携し、 ( 仮称 ) っくる ロ ェクト と題した事業の実

に けて動き出しました。この事業は、生活 者等の 立支援の として

実施するもので、 的には、通 の とは に、 中 帯に

を 望する住民 の 関まで、生活 者等が に出 くサー で

す。 、 行的実施を している エリアに いて、地域 の協

も ながら住民 ー の を進めています。

　生活 者等の中には、 ー ンが 手、 な作業が 手、

身で して り ことが 手などといった のある人が なくありませ

ん。しかし、 の作業内容は、「予め まった 者 の 関まで を

け りに出 き、 に 」という作業であり、 のような リットが

定されます。

作業内容が で、 を められるような場 が とんどない。

作業内容が を するなど、 年 の持つ を発 しやすい。

関 で を け る のやりとり けなので、 ー ン

が 手な人でも り やすい。

市民の りごとに 携わる支援であり、作業の を見出しやすく、

等を高める機会となりやすい。

　ま 動き出した かりですが、地域課題に き う生活 者等の新たな

事としてこの事業を 化できるよう、 もさらなる り を進めます。
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　　　　　　 多様な主体が連携・協働できる総合相談支援体制  （たよれるネット）
　　　　　　  の推進
 

　 市社協は、 支援機関等が連携し、多様な生活課題を包括的に支援でき

る「 支援 」を推進しています。

　地域が け める生活課題に して、住民と専門機関等によるエリアごとの

的なネットワーク を行 （市）と協働して します。そして、 度によ

る支援 けでなく、地域の支えあい等 広い活動（地域 ）によって、市民

人 とりの かな地域生活をサ ートします。

　そのために、 支援の な人を、地域の多様な活動 と協働して支える 役

割を担える専門 の とそのための支援 を します。また、 市社協

内の と市役所関連 との連携を強化することで、多様な が連携・

協働できる 支援 をめ します。

【現　状】
　 ６ 発 では、生活課題の発見（ ）から （出 ）につな るための

当事者・住民、専門 、市のエリア のネットワークの づくりをめ してきま

した。　

　 的には、 題発生の場であり、 の場でもある 地域（ 会エリア）

で 題を け める「ご近所あんしんネットワーク」を出発点に、「地域福祉ネット会

」に加え、地域の支えあいや の 度サー では 応できない課題については、

市 で な 開発や、 のための協 の場（ネットワーク）を市と協働

で し、 から出 につながる地域福祉ネットワークをめ しました。

　しかし、「地域福祉ネット会 」との連動 は にとれて らず、また、市 で

の 開発等のための協 の場（ネットワーク）については、 ができていないの

が 状です。

【今後の取り組み】
　 き き、生活課題の発見（ ）から （出 ）につな るための当事者・住民、

専門 、市のエリア（ 域） のネットワークの づくりをめ します。まず、「ご

近所あんしんネットワーク」を出発点に、「地域福祉ネット会 」との連動 を りま

す。そして、市 で な 開発や、 のための協 の場（ネットワーク）

を市と協働で し、 から出 につながる地域福祉ネットワークをめ します。（

３ ）

推進目標 3

　活動項目３－１：入口から出口につながるエリア（圏域）ごとの協働・協議の
　　　　　　　　　地域福祉ネットワーク

４
推
進
目
標
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４
推
進
目
標

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
３ １　 域ごとの協働・協 の地域福祉ネットワーク

担当部署
地域福祉推進室、

地域福祉推進担

当

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
３ １　「ご近所あんしんネットワーク」等の 会 域のネットワークと「地

域福祉ネット会 」等の 生活 域のネットワークとの連動 が られ

る。（ の共 や課題 に けた協働等）

地域福祉ネット会 等 ネットワークで協 されている課題や の見える化（課題 と 発 等）

市域での協 の場（ネットワーク） に けた市との協

図３－①　地域福祉ネットワークのイメージ図

Cow
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【現　状】
　支援を としている人を地域で支えるためには、行 をはじめ 専門 、そし

て 会や ン ア、 Ｏ 人、社会福祉 人、民 業などといった多様な

と協働できる支援 づくりが です。しかし、守 を持つ専門 と地域

住民等との連携には、 人 護や ーの 点から、 れと、どこまでの

ことを、どのように 共 できるかが課題です。

　そのため、 市社協では、高齢者支援 けでなく、 世帯に いて、地域住民や

専門 が協働・連携するための地域 ア会 を推進するため、「 世帯 地域 ア会

ア 」を ３ 年度 に作 しました。しかし、 では、 内での

ア 共 にとどまって り、 、 とも共 を っていくことが課題です。

【今後の取り組み】
　 市社協は、 支援の な人を、地域の多様な活動 と協働して支える 役割

を担える専門 の と、そのための支援 を していくことをめ します。

（１）地域と協働できる専門職の育成のための研修などの実施
　地域住民と協働する 点を持ち、課題 の を住民も福祉専門 も に高め

あうための学習の場（機会）づくりを進めます。加えて、福祉専門 が地域リー ー・

活動者等と出会い、協働できるための支援を行います。また、地域住民の し いの

場に に応じて福祉専門 が参 できる機会づくりを 市社協が ー ネート

します。

（２）「全世帯版地域ケア会議」の推進
　 市社協では、 したと り、「 世帯 地域 ア会 ア 」を活 した

「 世帯 地域 ア会 」の推進により、支援を としている人が、その人らしい地

域での生活をサ ートするための ー づくりをめ します。また、その実 の

により、地域と協働できる専門 の支援（実 ） の 、 よ 地域の福祉

の と 開発をめ します。

（３）「（仮称）拡大版・課題調整会議」の実施
　 化・ 化した課題のある世帯や 度の の ー 等について、多機関の専

門 との「（仮称） ・課題 会 」の実施をめ します。 的には、 と

地域アセ ントを し、包括的・ 的な 支援や地域課題化 よ 開発

について協 を行う場づくりをめ します。

活動項目３－２：地域と協働できる専門職の育成
　　　　　　　　（地域福祉を進める福祉専門職の育成）

４
推
進
目
標
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【現　状】
　 市社協では、 の 度・サー や けでの が しい場 に、協

働して を るためのネットワークづくりを進めてきました。

　 方で、 で支援が な課題に いては、ネットワーク けでは に らな

い場 があります。たとえ 、生活 者の住まいや の場づくり等です。このため、

市では、地域福祉 に いて、課題 のための 開発を する場として

「（仮称）セーフ ネットの 化会 」の を していますが、その

の実 に関しては、 の課題です。

　また、これまで市内 つの社会福祉 人で運営してきた「 市福祉 護セン

ター」が、発 的に 31 年度（201 年度）より市の委 事業として 立しまし

た。 は、センターの運営に携わる社会福祉 人等が まる「運営委員会」の場が、

護に関する課題について協 する役割を担っていました。 は、 市が

する 市 年 見 度 進委員会に き がれることから、これまでの社会

福祉 人が担ってきた役割が わり、新たに 度の の課題に する り を

しています。

【今後の取り組み】
　市 で な 開発や、 のための協 の場（ネットワーク）の に

けて、市と協働し、 的な を進めます。

　また、 にある「社会福祉 人連 協 会」の場を生かし、社会福祉 人 の連

携によるセーフ ネットの づくりに り ことで、地域から孤立する な

課題に 応する地域のセーフ ネットづくりをめ します。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
３ ２ （１）地域と協働できる専門 の のための などの

　　　実施

３ ２ （２）「 世帯 地域 ア会 」の推進
３ ２ （３）「（仮称） ・課題 会 」の実施

担当部署
課、

地域福祉推進室

支援課、
地域福祉推進室

2020 年度
（令和２年度）

2021 年度
（令和 3 年度）

2022 年度
（令和４年度）

2023 年度
（令和５年度）

2024 年度
（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
３ ２ （１・2）地域と協働できる専門 が され、 世帯 の地域 ア会 の

　　　　　 り とともに、住民と専門 が協働した ー 支援が 開さ
　　　　　れる。

社会福祉 人連 協 会にて

世帯 地域 ア会 の ア の ・ 発

（仮称） ・課題 会 の実施方 の

のための 会の開催

（仮称） ・課題 会 の実施

活動項目３－３：地域のセーフティネットの体制づくり

４
推
進
目
標
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４
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（１）「（仮称）セーフティネットのシステム化会議」への協働
　市役所 内の 支援 である、「くらし・ サ ートセンター」と協働し、

課題 のための 開発を する場として「（仮称）セーフ ネットの

化会 」の に け協 します。

（２）社会福祉法人間連携によるセーフティネットの体制づくり
　 市社協が事 を担い運営している「社会福祉 人連 協 会」内で、

護支援をはじめ、 の 度・サー では できない生活課題を共 し、 人

者が地域住民として当たり の らしを るための方 等について協 を進めるこ

とで、 人 連携によるセーフ ネットの づくりをめ します。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
３ ３ （１）「（仮称）セーフ ネットの 化会 」への協働

３ ３ （２）社会福祉 人 連携によるセーフ ネットの
　　　づくり

担当部署
地域福祉推進室

課、
地域福祉推進室

2020 年度
（令和２年度）

2021 年度
（令和 3 年度）

2022 年度
（令和４年度）

2023 年度
（令和５年度）

2024 年度
（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
３ ３ （1・2）　「社会福祉 人連 協 会」内で生活課題の共 ・協 が進 こ

　　　　　とにより、 人 連携によるセーフ ネットの について協
　　　　　 が まる。

市域での協 の場（ネットワーク） に けた市との協 （ ３ １）

「社会福祉 人連 協 会」での生活課題の共 ・協

活動項目３－４：伊丹市における権利擁護支援体制の充実

【現　状】
　 ６ 発 では、 能 に支援が な人に いても、住 なれた地域で

心して らし けるために、 的な生活支援、 、 護の づくりと

護支援の 実をめ しました。その 、市内の社会福祉 人で運営していた「

市福祉 護センター」の役割や機能が され、市の委 による市 の

的な 護支援の中 を担うセンターとして づけられました。（ ３ ）

【今後の取り組み】
　 市福祉 護センターが、これまでに してきた 等との連携（ネッ

トワーク）や 市社協の強 を生かし、市 の 的な 護支援の中 を担

うセンターとして機能していくことをめ します。 的には、 年 見 度 の

から地域に ける 的な 護支援 の を っていくことで、支援

が なす ての人がその人らしく地域生活を れるための地域づくりをめ します。
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４
推
進
目
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（１）伊丹市福祉権利擁護センターを中核とした権利擁護支援
　 市福祉 護センターは、 （ 護 ・ ）との連携により、高齢者、

障がい者 支援機関の 護支援に ける 的課題 や 定支援等に け

る ックアッ を行います。また、 市社協が実施する、福祉サー 援 事

業（ 生活 立支援事業）や、 ・ 支援事業、生活福祉 事業と

の 的な 開を ることで、 年 見 度 の から地域に ける 的な

護支援 の を ります。

　そして、 市福祉 護センターが地域福祉推進室内にある強 を生かし、

ワーカー等との連携により、 見人、専門 、地域住民等が協働し、支援

が なす ての人がその人らしく地域生活を れるための地域づくりをめ します。

（ ３ ）

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
３ ４ （１） 市福祉 護センターを中 とした 護

　　　支援

担当部署
福祉 護セ

ンター

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
３ ４ （１） 内 での福祉 護センターの が広まる。（ 支援

　　　の増加）

　　　　　　　地域住民等との協働した 的な 護支援が される。

図３－②　伊丹市における権利擁護支援フロー図（イメージ）

支援機関等への福祉 護センターの 発

課題 会 の実施による 内連携の強化
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図３－③　権利擁護支援における地域連携ネットワーク図 (イメージ )

活動項目３－５：総合相談支援体制（たよれるネット）の総合調整力の強化

【現状】
　 ６ 発 では、 れのない 支援 の推進をめ してきましたが、

に「気になる人がいてもどこに したらいいかわからない」等の が かれます。

　また、地域で ッ される の中には、どこの 支援機関にもつながってい

ない ー や 人の ー すらわからない、いわ る 度の の ー も なくあ

りません。高齢者や障がい者、 等の 度 けでは 応できない 度の や新た

な生活課題も らすことなく け め、 な支援につな ていくために、 市社

協の を強化し、 ー に 支援につな ることが です。

【今後の取り組み】
　 れのない 支援 を推進し、実 していくために、なんでも け める

市社協内の 支援 の強化を ります。 的には、地域住民等が ッ

した ー が、きちんと へつながり、 な支援が されるために、 市

社協に新たな ー ネーターを することで、 支援 の の

強化をめ します。

（１）なんでも受け止める社協内の総合相談支援体制の強化「（仮称）なんでも相談窓口」
　　 の設置
　 支援 （たよれるネット）の を行う「地域福祉推進室」を「（仮称）

なんでも 」として 、たよれるネットの として市民にわかりやす

い をつくります。

４
推
進
目
標
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　また、「（仮称）なんでも 」となる地域福祉推進室に「 支援課」を

し、高齢者、障がい者等の 者 ではなく、生活のしづらさを えた、市民

人 とりの多様な生活課題に し、 護支援を として、包括的な「

支援」の 機能を します。

　そして、地域住民や ン ア、多機関・ の関 者のネットワークの と

住民 の地域づくりに けて し う協 の場の や、地域に な新たな社会

の 出等を中心的に行う「地域支援課」を し、「 から出 まで」を支援で

きる 支援 を強化します。

（２）基幹型地域包括支援センターの役割・機能の強化
　 地域包括支援センターは、地域住民や専門 が協働・連携するための地域

ア会 をより推進していくために、 ワーカーとの連携により、地域 包

括支援センターを ックアッ する役割を担います。また、地域と協働できる専門

の支援実 の をめ した 会等を行います。

　さらに、 支援課が となった支援を 開することで、世帯 ごとの支援

と 護支援の強化を ります。

（３）伊丹市社協内「初動ミーティング」の実施
　地域で ッ される の中には、どこの 支援機関にもつながっていない ー

や 人の ー すらわからない、いわ る 度の の ー も なくありません。

「 動 ー ン ン」に って、 市社協の ワーカーの役割を に

するとともに、 ー な 支援につな ることをめ します。

【初動ミーティングとは】
　どの機関や支援にもつながって らず、高齢者や障がい者、 等の 度 け

では 応できない 度の や新たな生活課題を らすことなく、 な支援に

つないでいくために、 ー の 動（ア ロー ）について する会 です。

が な課題 会 の ア ン ーがＳ （ ー ー ー）役として、

な から 員を し、支援方 について します。

（４）新たなコーディネーターの配置による包括的・総合的な相談支援体制の強化
　 化・ 化した課題に的 に 応するために、 度ごとの 支援機関を

的に ー ネートするための ー ネーター（ ）と、 開発やネットワーク

化を推進するための ー ネーター（ ）を します。 の ー ネーター

が ー で ー ネートすることで、市役所 内 の連携を りながら、包括的・

的な 支援 の強化をめ します。（ ３ ）
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＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
３ ５ （１）なんでも け める社協内の 支援 の強化

　　　　　　　「（仮称）なんでも 」の

３ ５ （２） 地域包括支援センターの役割・機能の強化

３ ５ （３） 市社協内「 動 ー ン 」の実施

３ ５ （４）新たな ー ネーターの による包括的・

　　　的な 支援 の強化

担当部署
地域福祉推進室、

課

地域包括支援ｾﾝﾀｰ、

地域福祉推進室

地域福祉推進室

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
３ ５ （４）新たな ー ネーターが され、 れのない 支援

　　　が される。

２室５課 の実施（「（仮称）なんでも 」の ）

ワーカーとの協働による地域 ア会 の推進

動 ー ン の運 方 の共 （ 会の開催） よ 開催

新たな ー ネーター に けた市との協
４
推
進
目
標
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図３－④　総合相談支援体制のイメージ図

ー ネーターの役割

ー ネーター

支援課に し、 支援担当者の （ ー ー ）と 度ごと

の 支援機関を 的に ー ネートする役割を担う。また、 に

の会 （ネットワーク）の ー ネートを行う。

ー ネーター

地域支援課に し、 （ ワーカー）の と地域住民や

ン ア、多機関、多 の関 者のネットワークの や 開発等の支援

を行う。 に、 の会 （ネットワーク）の ー ネートを行う。
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　　　　　　 障がいのある人など生活課題を抱える人への支援を基盤とした共生
　　　　　　 のまちづくり
 

　 市では、障がい ・者の 度化 よ 高齢化や「 き 」を見 え、「

、 の け れ・ 応、 の機会・場、 専門的人 の ・ 、

地域の づくり」の機能について、地域の実 に応じて する地域生活支

援拠点の が進められています。

　 、 市社協に いては、障がいのある人に して、 支援や福祉サー

の 、 ン アの 等の り を行っています。

　 、障 やその さま まな状況により、生活課題を える人が、地域でそ

の人らしく 的に役割を持って、 立した生活を っていくことができるよう、

共に生きるまちづくりを推進します。

　そのために、障がいのある人の 立と社会参加 進に けた活動拠点である「障

者福祉センター」や、 度の身 障がい者の 的な 中活動を支える「障 者

サー センター」を活 し、地域 が障 や多様な生活課題に する ・

発を進めます。

【現　状】
　障がいのある人の地域生活 行が進められていますが、ま ま 地域で生活する場

が られているのが 状です。そのため、障がいのある人の地域生活 行をより

支援する が められています。

　 市社協が 定 者として運営する障 者福祉センターには、 立生活に け

た の場として （ 生活 ）室があります。また、 アカ ンセ ーの

や 立に けた講座を より実施してきました。

【今後の取り組み】
　 市社協が持つ の機能を活かして、障がいのある人など生活課題を える人

の 立生活、社会参加の推進に け、さらに 的な支援の づくりに り

ます。

（１）障がいのある人など生活課題を抱える人の自立生活に向けた生活体験の場づくり
　障がいのある人や地域で生活課題を える人が、地域の 員としてその人らしく

的に らしていくための として、生活 を行う場を します。

　 立した生活に けて、生活 や 等の を するとともに、 的にも

が持てる り を進め、地域生活支援拠点の （ 的 ）に ける「

の機会・場の 」としての役割を担います。

推進目標 4

活動項目４－１：障がいのある人など生活課題を抱える人の自立生活、社会参加
　　　　　　　　の推進（社会参加、生活体験）

４
推
進
目
標



４
推
進
目
標

（２）自立した生活を後押しする講座等、自立に必要な考え方などを学ぶ場づくり
　障がいのある人など生活課題を える人が、地域で 立した生活をしていくために

す き課題は、 人関 、住 、 、 、ト への 方 、 、

、社会 や 度の活 など、その人その人によってさま まです。

　 人 とりの に応じて、 立生活に けて な心 えや などを から

学 、「障がいのある人など生活課題を える人が地域での生活 を身につけていく」

場づくりを進めます。

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
４ １ （１）障がいのある人など生活課題を える人の 立生活

　　　に けた生活 の場づくり

４ １ （２） 立した生活を しする講座等、 立に な

　　　え方などを学 場づくり

担当部署
障 者福祉ｾﾝﾀー 、

障 者ﾃﾞ ｰ ﾞ ｾ

ﾝﾀｰ、

地域生活支援ｾﾝ

ﾀｰ

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
４ １ （１・2）　地域生活支援拠点等の に いて とされている「 の

　　　　　 機会・学習の場」としての機能を たす。

室活 に けた協

立生活支援 ロ

運 に けた

室の ・ 運

立生活支援 ロ 運 に けた 行運

室の 運

立生活支援 ロ の運

活動項目４－２：「心のバリアフリー」 障がいのある人もない人もすべての人が
　　　　　　　　相互に理解を深め、共に参加し活動できる場づくり（交流）

【現　状】
　地域共生社会に けた り として、地域や学 等での福祉教 が進んでいます。

しかし、実 には、障がいのある人とない人が いに「関わる」機会が ないため、

関わり方がわからず、 いの が進 にくいといった があります。

　また、障がいのある市民の拠点施 である障 者福祉センターでは、障がいのある

人を とした、 化・ ー 教室や ント、 などのさま まな事業を 開

していますが、 者の 定化や地域住民の が ないといった 状があります。

【今後の取り組み】
　「心の リアフリー」とは、さま まな心身の や え方を持つす ての人 が、

に を め、 ー ンをとり、支えあうことです。



　地域共生社会の実 に けて、障がいのある人の活動の場にとどまらず、多様な活

動 の方 が共に交流できる活動の場が です。

　障がいのある人もない人も、 の当たり の交流を通じて、気軽につどえる

づくりや活動の場づくりに り ます。

（１）「関わる」に視点をおいた、つどい・つながり、共に支えあう活動の場づくり
　障 者福祉センターの 化・ ー 教室等を通じて、障がいのある人もない人も、

誰もが参加し しめ、 いの と協働を 、「関わる」活動の場づくりを進めると

ともに、障 や生活課題を える人も、担い手として地域で役割を たしていく、共

に支えあう活動の場づくりをめ します。

　また、障がいのある人もない人も気軽に立ち寄れる、誰もがここに れ らし

く ごせる、心地のよい んなの居場所となる「障 者福祉センター」をめ します。

そのための づくりや活動の 開を します。そして、多様な人 がつどうこと

から見える ー に する新たな り の 出をめ します。

（２）障害者デイサービスセンター利用者の積極的な地域活動への参画・社会参加の促進
　障 者 サー センターの 者が、 サー を通じて、サロンやカフェ、

りなどの地域活動に参加する機会を持ち、地域との「関わり」の中で、多様な方

と共につどいつながる場、社会参加できる場づくりをめ します。

＜事業実施計画＞
具体的な取り組み・事業
４ ２ （１）「関わる」に 点を いた、つどい・つながり、

　　　共に支えあう活動の場づくり

４ ２ （２）障 者 サー センター 者の 極的

　　　な地域活動への参 ・社会参加の 進

担当部署
障 者福祉ｾﾝﾀｰ

障 者ﾃﾞ ｰ ﾞ ｾﾝﾀｰ

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
４ ２ （２） できる新たな 中 ロ の運 により 者の社会参加

　　 の場ができる。

障 者福祉センター

運営委員会の見 し

会等を活 した

者・ への

ー

共生 センターに けたセンターの 活 についての

極的な社会参加の場づくりに

けた

中 ロ に ける地域行

事・活動への 者の参加 進

４
推
進
目
標



４
推
進
目
標

【現　状】
　障がいのある人の 支援については、 ー に 応したいくつかの を

し、障がい者の生活 ー や ー に応じた支援を進めています。

　 状では、「 をする」、「 をするために をかけて福祉施 で

の持てる をつける」、「 のいる施 で働く」などの が中心です。しかし、

の には さない場 もあるため、「まず 出すための の場」など、

より多様な ー への が です。

【今後の取り組み】
　障がいのある人 けでなく、生活課題を えている人等の に けて、まず

を 出せる場づくり、 ッ アッ できる づくりに り ます。

　 の けでなく、より多様な ー や状況に応じた の 出や「働く」

を ー にした関 機関との連携の場づくりに り ます。

（１）就労体験機会の場の創出
　障がいのある人 けでなく、生活課題を えている人等の に けて、

出すための の場の 出をめ します。また、「働く」ことを ー に、多様な関

機関が連携する場の 出をめ します。

　生活 者の 支援事業や、 市の障 者支援機関で している「しご

とネットワーク」など、 の社会 や機関を 、支援を としている人の「働

く」を ー にした 共 や協 の場づくりを進めます。地域 ー や 業・事業

所の ー を関 機関が共 することで、 へ けて 出すための

の機会の 出と、働くことを 望する人と 業とのつながる機会の 出をめ します。

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
４ ３ （1）　 機会の場の 出

担当部署
地域生活支援ｾﾝﾀｰ、

市 立 課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
４ ３ （1）　支援を とする人の「働く」を ー とした協 の場ができる。

　　　　　　　協 の場を中心とした、働くことを 望する人と 業とのつながる

　　　機会や の 出。地域 ー 等とリンクした、 等に

　　　けた活動の づくりの 。

活動項目４－３：「働く」をテーマにした取り組みの推進（就労）

ー

（ 2-1 事業所アン

ートの実施）

のネットワークを活かした新たな

の場の 出に けた協 の場づくり

の場づくり

に けた ・ 出



【現　状】
　 市では、障がい者の 支援センターの機能を、 市（障 福祉課、

発 支援センターあす る）と、市内 4 か所の委 支援事業所がネットワーク

で担っています。

　また、地域で生活する障がい者の な や、介護者または の 等に

えた の け れなどを行う機能の が められています。

【今後の取り組み】
　障がいのある人とその が 心して らすためには、 市に ける障 者

支援 の 実が です。 市社協の強 （高齢者、障がい者、 護支援と、

地域住民・ ン ア等による地域支援という包括的な 支援 ）を活かして、

障 者 支援機関の ックアッ 機能の強化をめ します。

　また、地域生活を支える機能の つとして、 市社協の強 （障 者 サー

や障 者福祉センターの機能）を活かした の け れ のあり方について

します。

（１）障害者相談支援事業所へのバックアップ機能の強化と身近な相談窓口の機能強化
　 市社協の強 は、地域とのつながり、福祉 護センターを とした

護支援、障がいのある人への専門的な 支援、そして、くらし・ サ ートセ

ンターや 包括支援センター等とともに、生活 者、高齢者、障がい者の

が となった 多 題 ー に する包括的な支援 です。

　これらの強 を 的に発 し、委 支援事業所や 定 定 支援事業所の

ックアッ 機能を強化します。

　また、身近な として、障 者福祉センターの委 支援機能と専門

機能、 アカ ンセ ーによる のより 的な運営に り ます。

（２）障害者デイサービスセンターの機能を活用した緊急時の受け入れ・対応の検討
　障 者 サー センターの機能を活 した、 の け れ のあり方に

ついて、行 （市）をはじめ関 機関・ と協 ・ します。

活動項目４－４：相談、緊急時の受け入れ・対応の検討（安心）

４
推
進
目
標



４
推
進
目
標

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
４ ４ （1）障 者 支援事業所への ックアッ 　

　　 機能の強化と身近な の機能強化

４ ４ （2）障 者 サー センターの機能を活

　　 した の け れ・ 応の

担当部署
障 者福祉ｾﾝﾀｰ、

地域福祉推進室

障 者ﾃﾞ ｰ ﾞ ｾﾝﾀｰ

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
４ ４ （1）地域とのつながりや 護支援、高齢者支援等の機能が発 でき

　　　る地域生活支援センターによる、障 者 支援事業所の ックアッ

　　　 機能が強化される。

４ ４ （2）障 者 サー センター 者の ート 実施に けた

　　　 が する。

支援事業所に けた、福祉 護センターや ワーカーの役割の 発の実施

課題 会 の実施による 内連携の強化（ 3-4）

者への ー

（ 4-2）

者の 応方 や の



0

　　　　　　 地域福祉推進のための体制整備
 

　 市社協は、市民の 見や福祉 ー を するため、住民 の協 機

能を発 した 運営を行うとともに、新たな生活課題に 応できるよう人

や を行い、事業 開していきます。また、働きやすい 場づくりや、広

い をもった人 の を行うとともに、 な の に めます。

【現　状】
　市民 のまちづくりを推進するために、市民の が 運営に される

が です。 ６ 発 に づき、 市社協の 定機関である 事会の協

機能を発 ・強化するため、担当 事 （ 会）を り れました。また、市内

の社会福祉 人が地域福祉に関する や 見交 を行い、連携を ることを 的と

して された社会福祉 人連 協 会の事 として、社会（地域） 等、社会

福祉 人が められていることに して、 機能を発 し、 ・ 見交 や

を進めてきました。

【今後の取り組み】
（１）理事会・評議員会の協議体機能の強化
　 会にて、 事 期中（２年）に 事会への課題・ 等の や をしてい

ける づくりを します。

（２）理事（監事含む）・評議員会合同研修会
　 に実施する 事会の 会をはじめ、 員会での ー ワークの実施や、 事・

員 会等に ける 見交 を通じて、さらに協 機能の強化を ります。

理事の任期 2年間のスケジュールについて

「 事会・ 員会の協 機能」とは、住民（市民）・当事者を めた地域福祉へ

の 参加の である社会福祉協 会に いて、代 者として中 的に社会福祉

協 会事業を 定し、 行する としての 事・ 員の協 を します。

推進目標 5

活動項目５－１：住民主体の協議体機能を発揮した、まちづくり

４
推
進
目
標

員会、
事・ 員 等で 見交 の 見を

会にて担当 事・事業
担当 員を めて

状と課題の共

1年

会ごとに 事
会への 等の
とりまとめ

事会への
・協

の活 化

2年



1

４
推
進
目
標

＜事業実施計画＞

具体的な取り組み・事業
５ １ （１）　 事会・ 員会の協 機能の強化

５ １ （２）　 事（ 事 ）・ 員会 会

担当部署
課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
５ １ （1・2） 事会への課題・ 等を ・ し、 期 にも

会にて社協事業の 状と課題の 会の開催

会の開催 会にて協

会にて社協事業の 状と課題の 会の開催

事会にて 会にて協 事会にて

活動項目５－２：地域福祉を推進するための人材育成

【現　状】
　す ての福祉 の は地域福祉ですが、地域住民と協働するために な ・

を身につけ、地域に した ー ワーカー・ アワーカーの が課題です。

【今後の取り組み】
（１）地域に根ざしたソーシャルワーカー・ケアワーカーの育成
　社会福祉 人・ 人・行 ワーカー等と で、地域に した ー ワー

カー・ アワーカーを し、高齢や障 ・ 等の を わず、地域福祉の 点

をもった人 を行います。

地域に根ざしたソーシャルワーカー・ケアワーカーの育成について（図 5－①）



2

求められているソーシャルワーク（社会福祉実践）機能とは
化・ 化した課題を け める多機関の協働による包括的な 支援

　 を するために められる ー ワークの機能

地域住民等が 的に地域課題を し、 を る を するために

　 められる ー ワークの機能

（２）伊丹市社協職員の資質向上
　 市社協 員の役割は、「地域を として課題 にあたる」、「多様な関 機

関・ と連携しながら課題 を る」ことです。 市社協 員は、生活課題を

する人への 支援とともに、その人が地域で らし けるための支援（ア ロー

）をすることが です。場 によっては、地域への働きかけ（アク ン）を行い、

新たな支援 を えるための「包括的な 」や「連携による 」等、課題の

につな る実 を えた専門 です。そのために、 市社協 員には ５

の ー ワーカー・ アワーカー の けでなく、地域住民と協働

するために、より専門的な ・ を身につける と での専門 を高める

（ ５ ）を実施することで、 に めます。

＜伊丹市社協職員として求められる資質とは＞
市社協 員としての 点

・当事者・地域の の 点

　　当事者を 援護者ではなく、地域を福祉的に する 者と える

・地域生活の 点

　　支援する人の地域生活（地域社会の 員）に 点を当てる

・連携の 点

　　支援する人に関 する地域住民や支援機関、また市、専門機関と に連携す

　　る（ ー ア ロー ）

市社協 員の

・地域 　　 地域 、社会 、地域生活課題、地域住民協働 等の

・ 　　　　 住民、支援機関等の多様な との連携・

・ 　　　　 当事者や地域住民等とのとりまとめ

・ ー 　 新たな ー と 化

・ （ ） 社会 発や事業の と実施

　 市社協に いて、 に強化す き 員の については、 ５年 で協 し、

　　 なる に めます。

４
推
進
目
標
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４
推
進
目
標

伊丹市社協職員の研修体制について（例）（図 5－②）

ファンドレイジングとは？
　 人（ 人の ならず 人、社会福祉 人などを ）が、活

動のための を 人、 人、 などから める行 を 称していう。もとは、

「 」（ を める）という が 化した 称である。 に民

営 の めについて われる であるが、 や民 業に関連す

る めに われる場 もある。フ ン ン といった場 、 には寄

の を としたものを す。しかし、 的には寄 に加え、会 、 、

などの「支援的 」 めも とされている。さらに、広 の では、

民 営 の （事業 、 、社会的 なども ）を と

して 称する として いられる。

フ ン ン 協会より

（３）地域福祉を推進するための人事交流について
　地域福祉を推進するためには、さま まな との連携が になるため、 市

社協 員が行 や の社会福祉 人と人事交流を り、より の広い人 の を

します。
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＜事業実施計画＞

５ ２ （１）地域に した ー ワーカー・ アワーカー

　　　の

５ ２ （２） 市社協 員の

５ ２ （３）地域福祉を推進するための人事交流について

担当部署
課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
５ ２ （１）年２ を３年 、地域アセ ント・ 開発 の開催

５ ２ （２）２年１ 、 市社協 員の のための地域に した ー

ワーカー・ アワーカ 応 とフ リ ー ン

の開催

５ ２ （３）地域福祉に関心のある 員との人事交流の

活動項目５－３：働きやすい職場づくりと社協職員の確保

【現　状】
　働き方 では、ワーク・ フ・ ン の実 や 子高齢化 の推進等が

られていますが、近年、 市社協に いて、 ・介護 業を する 員や、

事と ・介護の 立の さ、 ンタ 等により 等を する 員が

増えてきています。また、学生を めた 者の福祉業 れや、社協の業 が

されにくい状況から、 市社協に いても 人応 者 が にある等、

員の が課題となっています。

【今後の取り組み】
　 ・介護等との 立ができる 場づくりを行うとともに、セ フ ア や

ン ア の実施等の ンタ や、 を わない人 に り ま

す。

（１）育児・介護等との両立ができる職場づくり
　 事と ・介護等を 立し、 員が専門 を 持できるように、 等によるフ

ロー や、 ・介護 業、 業等の や、 な の を する等、

員が働きやすい 場 づくりを行います。

社会福祉 人連 協 会にて ・ （ ３ ２）

応 会の開催員 にて協

会の開催

応 会の開催

人事交流の

４
推
進
目
標
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（２）多様な人材の確保
　福祉 の の に関わらない人 を行い、広い から多 的で な

点を持つ人 を します。また、 は、社会福祉援 等の への

極的な参加や、Ｏ や新 ア ー によるフ ロー、 員の 講

等の を活 したＳ Ｓ（ 発援 度）等によって と定 を

ります。

伊丹市社協における新任研修アドバイザー制について
　新 員が の や気づきを気軽に でき、また、身近で気にかける

として、新 ア ーと ー ー ーを し、新 員のフ ロー

アッ を のと り えることを 的として実施しています。

　（１）気軽に ができ、 できる関 を く

　（２）新 員の や気づきを ・ する

　（３） 内での共 を る　など

（３）伊丹市社協の魅力を発信する仕組みづくり
　 市社協の 事や が わりにくい があるため、社協 員の業 内容やや

りがいをア ー できるような ー を作 し発 します。また、 人を行う は学

や フェア等と連携して、 場の 員による 会を開催する等、 市社

協に を持ってもらう を行います。

＜事業実施計画＞

５ ３ （１）　 ・介護等との 立ができる 場づくり

５ ３ （２）　多様な人 の

５ ３ （３）　 市社協の を発 する づくり

担当部署
課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
５ ３ （１） 業等の や な の

５ ３ （２）新 員 の作 ・実施

　　　　　　　 員を てる 員を

５ ３ （3） 市社協の を発 する の作 、 員による 会の開催

働き方についての ・ 業等の

員の の 員の の実施

の作 員による 会の開催



活動項目５－４：事務局組織体制の強化・整備

【現　状】
　「誰もが住 なれた地域で らし けることのできるまちづくり」の実 に けて、

度の や生活 等の新たな生活課題を け め、「 市社協の支援 」を発

し、地域 アや 支援 （たよれるネット）を推進するための 強化・

を行ってきました。また、 ３１年４ からは、障 者福祉センター、障 者

サー センター、地域福祉 センターについて、 市と新たに 定 者

を 新しました。

【今後の取り組み】
　「誰もが らしく 心して らしていけるまちづくり」の実 に けて、連携・協

働 を強め、「 から出 まで」を支援できるように、事 をより強化・

します。また、 者や市民の ー を まえ、 市社協らしい 定 事業

に り ます。

（１）事務局の２室５課体制
　 課に 担当と 担当を き、より で な 人 営の見える化を

ります。また、地域福祉推進室に 支援課と地域支援課を し、高齢者、

障がい者等の 者 ではなく、 護支援を とした包括的な 支援の

を行うとともに、地域のネットワークづくりや新たな社会 の 出支援等

を行います。また、 の障 者福祉センターを障 者支援室とし、障 者福祉センター

課と障 者 サー センター課を して、障 者 支援事業等とも連携した

運営を行います。

４
推
進
目
標

 

伊丹市社会福祉協議会の事務局体制について
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（２）伊丹市社協らしい指定管理事業
　 定 事業については、 に施 けではなく、 者や市民の ー を ・

し、誰でも気軽に参加できる居場所づくりを行い、さま まな に 応できる

ような 市社協らしい運営を 開します。

①障害者福祉センター
　障 者福祉センターは、障がい者の 立と社会参加を 進するために、障 の

発を行う中 的なセンター機能を担います。

　また、 市社協らしさを発 するために、さま まな障がいのある人からの

に応じるとともに、さま まな生活課題を え、人と ととの関 に課題のある人

も め、誰もがともに参加できる 化・ ー の ロ 等を実施するとともに、

障 者 や、 ン アなどの活動拠点としての機能や、 ( 生活 ) 室

などの の活 を通じて、社会参加をさらに 進します。

　加えて、地域生活支援センター、 ン ア・市民活動センターをはじめとして、

市社協 内の 、関 機関・ との連携を強化し、共生のまちづくりを

推進する り を行います。

②障害者デイサービスセンター
　障 者 支援 に づく生活介護と 立（機能） を行い、 度障がい者がそ

の人らしく らすための 定支援の実 の場として、 の ロ に り

とともに、 員の を ります。

　また、 度の障がいのある人が 心して 中の生活が行えるよう、 、 護 、

介護福祉 、 学 、 などの専門 が連携して支援する、多 連携の実

の場として、 ー 支援を強化します。

　さらに、 者が 地域で生活している という実 ができる支援をめ し、 、

介護、 などの専門 や専門機関・ 、そして地域住民と協働するために、 内・

と連携を れるように、 員の連 ・ をする を強化します。

　そして、「地域の人 の交流の場」となることをめ し、さま まな ン アや、

近 の 協 会等との ントや、 や高齢者・障がい者施 等との交

流を推進する等、 度の障がいのある人が 心して、その人らしく地域生活が れる

支援をします。

③地域福祉総合センター
　地域福祉 センターは、市民の地域福祉活動を支援する施 として、市民 けの

福祉講座等を開催し、福祉 発を行うとともに、地域福祉活動や ン ア活動を

推進するための ント等を開催します。また、誰もが気軽に参加できる居場所とし

ての役割を担います。さらに、 は ン アセンターとして、 の ー

の と市内 からの ン アの ー ネートを行う拠点を担う く、市と

協 します。



＜事業実施計画＞

５ ４ （１）事 の２室５課

５ ４ （２） 市社協らしい 定 事業

担当部署
課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
５ ４ （１）２室５課 の実施と 運営

５ ４ （２） 定 の担当課と協 を行い、 定 事業の な運営と 新

２室５課 の実施（ 3- ）

【現　状】
　市民による地域福祉活動や、 行の 度では 応 な ー に 応するための事

業に、会 や共 等に し、市民の や協 を られる づくりとともに、

新たな の 出をめ してきました。

【今後の取り組み】
　会 や共 、寄 、 行等に し、さらに市民の や協 を られる

づくりを するとともに、 行の 度や行 からの委 ・ に づく予

では 応しにくい地域課題の について 応 のある新たな活動 の の手

を します。

　また、フ ン ン の専門 を する 員を し、 員 ロ ェクト ー

を する等、 の から までのあり方について します。

（１）会費
　会 は、より多くの人に 市社協が実施する事業等について していた き、

事業に する として協 を られるように、方 と のあり方を します。

（２）共同募金・歳末募金
　地域福祉を推進するための な であるため、地域で り まれている福祉事

業に する や 発方 を します。また、 について、より多くの

地域 等に活 していた けるように、事 を担当する 課の ならず、地域

福祉推進室の 員による ・広 を強化します。さらに、寄 き 等、民

業と ー ンした新たな共 の方 について します。

４
推
進
目
標

活動項目５－５：活動財源の確保・活用
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（３）新たな財源
　新たな福祉 ー に 応するために、さま まな方 での活動 の に めま

す。

①寄付について
　寄 者の を し、寄 の け と の 化ができる 定寄 の を

します。

②助成金や寄贈等の活用
　さま まな ・ が実施する や 寄 について、 を し、活

を していくとともに、さま まな活動 に して、 ー ー や ー ー

等による を行います。

③民間団体等とのマッチング
　 市社協の は、「 」 けではなく、民 等による り も、地域福

祉推進のための社会 の つとして えます。たとえ 、地域住民や関 機関・ 、

専門 との連携による生活課題に する出 づくりや、 業・事業所（ 働 、生

活協 、 業協 を ）との連携による社会（地域） 活動等も社会

とします。

④ファンドレイジング等の活用検討
　地域課題 に する 応 を担 するため、行 からの ・委 けに

らず、フ ン ン の専門 を する 員を する等、新たな を生 出

す手 について します。
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福岡市社会福祉協議会（以下「福岡市社協」）における取り組みについて
　福 市社協では、２ １３年にフ ン ン ー を発 させ、 営

事業の 等について を めました。 員１ で し、 ン ー

は の社会福祉協 会の ワーカー、市社協の 護担当者、

担当者などであり、 的な ー になっています。そこで、 やア

アを出し い、寄 つき を様 な業 の 業と進めてきました。 動

会社、 会社、 業者、通 会社、 事 所などと を交わし、

年 １ の寄 を生 事業に発 しました。

　その 、フ ン ン と新 事業開発を に担う事業開発 を し、

事 を行う「ずーっとあんしん らか事業」の や、それを 期 を っ

た に させた「やすらか ック事業」など、さま まな事業の開発を行っ

ています。

（４）広報活動
　多くの人に、地域福祉活動や 市社協の り の を ける手 として、さ

ま まな方 で 発 を行い、地域福祉活動に する や 発を 進めます。

①ＳＮＳ等を活用した情報発信
　 広い世代の人とつながれるように、フェ ックや 等の や ア

リ ー ン等を活 します。

　　　

②広報紙「社協だより」等の充実
　多くの市民に地域に ける り や 市社協の活動を っていた けるよう、

市民活動 「社協 より」や、ア 愛センター 「 トサ 」等の広

の内容や ア トの を行うとともに、 等による発 を します。

＜事業実施計画＞

５ ５ （１） （３）　会 ・共 ・ ・新たな

５ ５ （４）　広 活動

担当部署
課

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

５年後の目標（到達点）
５ ５ （３） を える 員の （ 定 ﾝ ﾞ ﾞｰ）

　　　　　　　 について協 する ロ ェクト ー の発 ・協

５ ５ （４） ー ー をはじめ、 等を活 したリア タ を した

　　　的 な の

４
推
進
目
標

について協 する ロ ェクト ー の発 ・協定 ﾝ ﾞ ﾞｰ

(2 )
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５ 　 推進と進
　 については、 事会 に 員会と行 との を として

的に推進します。そして、「 ６ 市 （2021 年度 ( 令和 3 年度 ) から

202 年度 ( 令和 10 年度 ) 」に加えて、 地域福祉推進 と連携・協働の関

となる「 市地域福祉 ( ３ )（2021 年度 ( 令和 3 年度 ) から 202 年

度 ( 令和 10 年度 ) 」との を っていきます。な 、「 市地域福祉 (

３ )」の中 年が、 の 年度となります。そのため、市の との を

る があります。

　さらに、 の社会 や 等による福祉 と 度の 等を まえて事業の

開を る があります。

　そこで、 に づいた 事業の推進状況の進 や を のと り行い

ます。

１．第７次地域福祉推進計画の進捗管理
　 に た推進 ごとの活動 についての事業実施 に づき、 年、

担当 の 員が進 状況を りまとめ、 事会の 会での協 や、 員会に

いての ー ワークを実施します。また、2 年に 1 、 事 ( 事も )・ 員

会にて、 状と課題の を行い、協 するとともに、事業ごとの課題

を し、 事会の 会に ける協 を行い、 の事業実施 に します。

２．第７次地域福祉推進計画推進委員会の開催
　 に た推進 ごとの 点的な り に ける 状や課題について、

（ ー 「推進 ごとの 推進 ー 」参 ）また、社会 の 化に

応するために協 する 推進委員会を し、委員による協 を 年度行います。

委員は、 定委員の中からの 出と、課題に応じて、関 機関や から参

いた き、 の なる推進のために見 し、 を行います。 の中 年であ

る 2022 年度 ( 令和 4 年度 ) には、2 年 の進 状況を まえ、社会 や 等の福

祉 ・ 度の状況を 、 の見 し等を るための協 を行います。

３．伊丹市地域福祉計画 (第３次 )等との連携・協働
　 市社協の事業推進に な関 となる「 市地域福祉 ( ３ ) の中 年

が、 の 年度となるため、2023 年度 ( 令和 年度 ) から、 期の地域福祉

推進 定に けて、行 と事 協 を行いながら、 を っていくとともに、「

市障 福祉 」や、「 市高齢者 福祉 ・介護 事業 」等とも

を っていきます。

推
進
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＜計画推進の進捗管理と「第７次地域福祉推進計画推進委員会」開催スケジュール＞
2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

＜推進目標ごとの計画推進スケジュール＞

推進目標１　身近なエリアでの見守り・支えあいの基盤づくり

活　動

　

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

担　当

　

点

１ １

地域福祉

推進担当

点

１ ２

地域福祉

推進担当

１ ３
地域福祉

推進担当、

ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動

ｾﾝﾀｰ

１ ４

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・

市民活動

ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進担当

事会の 会での協 ・ 会の実施会の実施

推進委員会の開催実施推進委員会立ち

サロン連 会等での ・ 発

ご近所・サロン事業推進委員会の実施

事 の作

・ 発・ 実に けての協

地域支え い
フ ー の実施

地域支え い
フ ー の実施

地域 ンへの 事業（ネット会 ・地 ン
アセンター等）の づけの協 ( 見える化・

づくり )

地 との地 ン アセンター運営のあり方の協 ( 運営会 の立ち 、
住民 ー ネーターの 実 )

多世代交流の場をはじめとした多様なつどい場作りの支援

ご近所あんしんネットワーク・
サロン事業推進委員会の実施

新たな支援内容の実施

福祉・防 ッ づくりの推進・支援

ン
アセンター運営

実行委員会
の立ち

地域と連携した セン運営 の実施

推
進
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推進目標 2　多様な活動主体が出会い、つながる仕組みづくり

活　動

　

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

担　当

　

点

２ １ ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動

ｾﾝﾀｰ、

地域生活

支援ｾﾝﾀｰ

ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動

ｾﾝﾀｰ

２ ２ ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動

ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進担当

２ ３ ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動ｾ

ﾝﾀｰ、

地域福祉

推進担当、

市 立

課

地域生活

支援ｾﾝﾀｰ、

障 者福

祉ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進担当、

ﾎ ﾗ゙ﾝﾃｨｱ・

市民活動ｾ

ﾝﾀｰ、

市 立

課

事業所アン ートの実施（見守り協定
事業所、 サ ーター支援事業所など）

市内の市民活動支援 との連携 のあり方に
ついて協

多様な市民活動と地域課題の
ッ ン

「 業 交流会の 、実施

「なつ ン ア 学習」
活動 ロ の実施

クー ー ワーカー等との定期的な連 会の開催

当事者による づくり支援、活動でき
る場の開

当事者による活動の機会づくり

ロ ェクト
ー の立ち

推
進

「なつ ン ア 学習」
活動 ロ の



4

推進目標 3　多様な主体が連携・協働できる総合相談支援体制（たよれるネット）
　　　　　　の推進
活　動

　

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

担　当

　

３ １
地域福祉

推進室、

地域福祉

推進担当

３ ２ 課、

地域福祉

推進室

支援課、

地域福祉

推進室

３ ３ 地域福祉

推進室

課、

地域福祉

推進室

点

３ ４
福祉

護ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進室

点

３ ５
課、

地域福祉

推進室

地域包括

支援ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進室

地域福祉

推進室

地域福祉ネット会 等 ネットワークで協 されている課題や の見える化（課題 と 発 等）

市域での協 の場（ネットワーク）
に けた市との協

（仮称） ・課題 会 の実施

市域での協 の場（ネットワーク） に けた市との協 （ ３ １）

「社会福祉 人連 協 会」での生活・福祉課題の
共 ・協

社会福祉 人連 協 会にて

世帯 地域 ア会 の ア の ・ 発

（仮称） ・課題 会
の実施方 の

２室５課 の実施（「（仮称）なんでも 」の ）

のための 会の開催

支援機関等への福祉 護センターの 発

課題 会 の実施による 内連携の強化

ワーカーとの協働による地域 ア会 の推進

動 ー ン の運 方 の共 （ 会の開催） よ 開催

新たな ー ネーター に
けた市との協

推
進



推進目標４　障がいのある人など生活課題を抱える人への支援を基盤とした
　　　　　　共生のまちづくり

活　動

　

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

担　当

　

４ １
障 者福

祉ｾﾝﾀｰ、

障 者ﾃﾞ

ｰ ﾞ ｾﾝﾀｰ、

地域生活

支援ｾﾝﾀｰ

点

４ ２ 障 者福

祉ｾﾝﾀｰ

障 者ﾃﾞ

ｰ ﾞ ｾﾝﾀｰ

点

４ 3
地域生活

支援ｾﾝﾀｰ、

市 立

課

４ ４

障 者福

祉ｾﾝﾀｰ、

地域福祉

推進室

障 者ﾃﾞ

ｰ ﾞ ｾﾝﾀｰ

室活
に けた協

立生活支援
ロ 運 に

けた

障 者福祉セン
ター運営委員会
の見 し

会等を活
した 者・

への ー

ー
（ 2-1）

支援事業所に けた、福祉 護センターや ワーカーの役割の 発の実施

課題 会 の実施による 内連携の強化（ 3-4）

者の 応方 や の

室の ・

立生活支援 ロ 運 に
けた 行運

共生 センターに けたセンターの 活 についての

極的な社会参加の場づくりに
けた

のネットワークを活かした
新たな の場の 出に
けた協 の場づくり

室の 運

立生活支援 ロ の運

中 ロ に ける地域行
事・活動への 者の参加 進

の場づ
くりに けた　

・ 出

者への ー
（ 4-2）

推
進



推進目標 5　地域福祉推進のための体制整備

活　動

　

2020 年度

（令和２年度）

2021 年度

（令和 3 年度）

2022 年度

（令和４年度）

2023 年度

（令和５年度）

2024 年度

（令和６年度）

担　当

　

点

５ １

課

点

５ ２

課

５ ３

課

５ ４

課

５ ５

課

会の
開催

社会福祉 人連 協 会にて ・
( 3-2)

会にて協

会にて社協事業の 状と課題の 会の開催

応 会の開催

事会にて 会にて協

会の開催

人事交流の

事会にて

働き方についての ・ 業等の

２室５課 の実施（ 3 ５）

員の の

員による 会の開催

について協 する ロ ェクト ー の発 ・
協

の作

定 ﾝ ﾞ ﾞｰ
(2 )

応 会の開催員 にて協

員の 実施

推
進



わりに

　「 地域福祉推進 （発 ）」の 定に いて、ご いた いた委員の

なさま、そして事 員の なさま、 きに り れ様でした。 身は、

６ 発 からその 定、 に携わらせていた いていますが、 定年度は、

業に加え、どうしても業 多に ってしまうとこ も けられないかとは いま

すが、 を ながらも、なんとかまとめることができ、 ッとしているとこ

でご います。

　さて、 としては、 ６ の内容を き で、 化、また 点化、 点化

された になりました。 方で、 称を「地域福祉推進 」と 称したことは、

社協 内 の の けではなく、地域福祉推進の中 機関として、 市

の地域福祉をいかに推進していくか、という 点から ロ 、 を する

ことにつながり、 きな 進になったのではないかと います。な 、 定を める

当 、 より働き方 に関すること、また や に関することをどう

に り かというご がありましたが、やや が りなかったようにも じて

いるとこ であり、これらについては、 き き、推進の の中で を 、

り んでいくことが、より を強 なものにしていくのではないかと えて り

ます。

　そのような中、 の 定委員会を えようとする になって、「新 ロ

」の に関する連 の が、 中を、そして世 中を と に れ、

させています。「見えない 」と 見えることが、これ どまでに なものであ

るのかということを させられる です。 や地方 の に する

もさることながら、 たちの生活の場でもある、 中での人 関 にまで多 の

をもたらすなど、 機的な状況に ったときの、人 の しい 、 い を の

当たりにした方 も なくないのではないでし うか。その には、「見えない」こと

に加え、「 らない」ことが なって生じる、 や 、 といったものもある

ように えてなりません。こういったとき からこそ、 、 めて たちに められ

ていることは、これまでも にしてきた、出会う（ る）こと、協 すること、そ

して いを するのではなく し うことを、 に心がけ、実 していくこと

なのではないでし うか。

　 になりますが、当 、新 ロ の広がりによって を けた

の により、 業等、生活 に する支援なども、社会福祉、地域福祉の

での 応が められてくることは いないでし う。 は、「新 ロ 」

の流行に を発したものでありますが、 がどのような によるものであれ、

い立場に かれる人たち、 なき に に を けつつ、寄り い、代 し、ときに

はともに をあ 、協 し、 の でもある「誰もが らしく 心して ら

していけるまちづくり」を進めていける、 であり、 員 である 市社会福

祉協 会であり けることを、委員の 人として に うとともに、 の 人とし

てその推進に して参りたい所 です。

社会福祉 人　 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定委員会

委員 　 　 （ 学 学　人 学 　講 ）

推
進



資料①
社会福祉 人　 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定

市社会福祉協 会

１ 　的

　 会の活動 となる「発 （地域福祉推進 ）」については、 、 ６

発 （ ２ 年度 ３１年度）が 開中であるが、進 つつある人 、

子高齢社会への 応に加え、 な 等の きな社会状況の 、さらに市民

の や生活 の 化等に 応するため、 年度より、 発 （２ ２

年度から２ ２４年度）の 定を行うとするものである。

２ 定期

　２ １ 年１１ ２６ ２ ２ 年３ ３１

３ 定方

　発 は、 の方 にて 定する。

　 役員・ 員

　 定に けて社協役員 員の を行い、 発 の 定に

けての課題の共 化をはかる。

　 員等によるワー ン

　課題ごとに、 会 員 行 等の関 員・学 者により するワー

ン により 作 を行う。

　 進地

　 定の参 となる 進地社協の を行う。

　 定委員会

　 員等ワー ン により された を に、 をまとめるため、行

関 者、地域活動 、さらに学 者等により する 定委員会を する。

　 タ ン ー ン

　 に して住民を交えて協 できる場（地域福祉ネット会 等）を開催する。

４ 定の ント（ に いて、方 を にする事 ）

６ 発 推進・ 委員会の推進・ を まえて、 市社協の方

を す

市地域福祉 （地域福祉推進 を内包する）との関

生活 者支援 度などの地域福祉 への り

当事者会・ Ｏ との関

地域共生社会に ける包括的 支援 の 立

地域共生社会に ける住民 活動のあり方

地域福祉推進のための の 出



５ の

方

　 ６ 発 推進・ 状況を けて、 市社協事業の 方 を す。

包括的な 支援と 護の 立

市民 や行 等と市社協の連携支援のあり方を に す。

社協が こなう 支援のあり方と地域支援のあり方の 的 を す。

地域に ける ワーカー 生活支援 ー ネーターの役割を す。

生活 者等新たな福祉 ー を する人への 護のあり方を す。

　

ン ア活動の 実

ン ア・市民活動センターの推進方 を す。

教 機関や 業等と連携した を 支援 を す。

ン アによる ン アのための を す。

障 者支援事業の 立

障 者 支援 （生活 ・ を ）の推進方 を す。

障 者との協働による障 者支援事業の新たな 開を す。

度障 者の 支援と社会参加の方 を す。

関 機関・ 等と連携した「障 者の 立支援 」を する。

　

市社協の の強化

営のあり方（地域共生社会に けた ）

員の人 ・ （ 員 、 、人事 課等）

・事業内容の見える化（ 化）

発・広 の方

６ まかな 定の行

　２ １ 年１ 　 事会・ 員会で 定委員会 の

　　　　　　１１ 　 定委員会の （２ ２ 年２ まで５ 度開催）

　２ １ 年　５ 　地 社協等に ける市民からの 見

　　　　　　　 　 員ワー ン による 見 （中 ）

　　　　　　１１ 　 のまとめ

　２ ２ 年　１ 　 の

　　　　　　　２ 　 事会・ 員会での

所 事

　 定に ける所 事 は、地域福祉推進室 に 課で行う。
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資料②
社会福祉 人 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定委員会

市社会福祉協 会

１ 　的

　社会福祉 人 市社会福祉協 会 ( 「 会」という。) の活動 となる「発

（地域福祉推進 ）」については、 、 ６ 発 （ ２ 年度

３１年度）が 開中であるが、進 つつある地域共生社会への 応に加え、 な

等の きな社会状況の 、さらに市民の や生活 の 化等に 応

するため、 発 （２ ２ 年度 ２ ２４年度）の 定を進めるものである。

　ついては、この が 会の実 を まえ、より 的に り めるよう ６ 発

定委員会（ 「 定委員会」という。）を するものである。

２ 委員の 期　　

　２ １ 年１１ ２６ から２ ２ 年３ ３１ までとする。

３ 委員

　 定委員については、 会会 が委 し、 の ン ーで する。な 、

定委員会に を くことができる。

４ 委員 委員

　 定委員会に、委員 委員 １ を く。

（１）委員 は、 定委員会の と、 として進行を担う。

（２） 委員 は 委員 を し、委員 が または事 ある は、その を代

行する。

（３）委員 委員 は、学 者とする。

５ 定委員会の開催

　 定委員会は、 に応じて委員 が する。な 、５ 度を予定する。

６ 事

　 定委員会の事 は、 の ン ーで する。

その

　その 、この に定めるものの 、 な事 は、 定委員会に いて協 する。
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社会福祉 人 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定委員

（ 30 年 11 2 ）

期 201 年 11 2 2020 年 3 31

役　 　 所　 　

1 　 　 市福祉 会、関 学社会学

2 委員 　 関 学 学人 福祉学

3 委員 　 学 学人 学

4 委　員 福 　 子 地 社協等連 会

委　員 　 子 市民生委員 委員連 会

委　員 　 心身障 市民 会

委　員 　和 ー ・ 発見 委員会

委　員 　 Ｏ 人 ｱ ﾞﾎﾞ ｰ ｰ

委　員 　 子 市 教 センター

10 委　員 　 生 市 福祉 地域・高年福祉課

11 委　員 　 子 社会福祉協 会地域福祉

12 委　員 　 市社会福祉協 会

　事

所　 （ 201 年度、 201 年度） 　

事 　

地域福祉推進室 　　 　

障 者福祉センター所 　 子

課 　

地域包括支援センター 、障 者福祉センター所 　

地域福祉推進室　 　

地域生活支援センター 、地域包括支援センター 見　 和

障 者 サー センター 、地域生活支援センター 　 　

地域福祉推進担当　 和子

ン ア・市民活動センター担当　 　

護・ 担当 増 　

行 　 市 福祉 　地域福祉室　地域・高年福祉課 員
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資料③
社会福祉 人 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定委員会開催内容

開催 内容
参加

委員

１

30 年

11 2 ( )

1 00 1 4

・委 状交

・ 定 に 定員会

・ 定に けて ( 委員 より )

・ ６ 推進の課題

・ ー (3 ー に かれて、地域での課題につ

　いて )

１２

２

３１年

２ １３ ( )

10 00 12 00

・ ６ の進 ・ について

・ ー

２ ー に かれて、 ６ の推進から見えた課

題について

つどいの場、新たな担い手、住民活動をつな ー

　ネートについて

・ の ー ッ の方 、地域と学 ・

　 業がつながる方 、さま まな活動 の強 を生

　かした社会参加の場について

１

３

令和 年

５ ２４ ( )

1 00 1 10

ワー ン からの と課題 と協

・地域支援・ 支援ワー ン

・障がい者支援ワー ン

・ 人 営ワー ン

１

４

令和 年

３ ( )

1 30 1 ４0

・ の 称について

・ の ・ 方 について

・ の 立てについて

　 身近なエリアでの見守り・支え いの づくり

　 多様な活動 のつながりづくり

　 多様な が連携・協働できる 支援 の推

　　進

１１

５

令和 年

３ ( )

1 30 1 ４0

・ の について

・推進 と活動 について
１

６

令和２年

2 1 ( )

1 30 1 1

・ ５ 　 の進行 と推進方 について

・ を通じて１１
１１
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資料④
社会福祉 人 市社会福祉協 会

地域福祉推進 （発 ） 定のための 員ワー ン ー の

１ 　的

　 会の活動 となる 発 （２ ２ 年度から２ ２４年度まで）の

定に け、 会の実 を まえ、より 的に り めるように、 発

定委員会（ 、「 定委員会」という）「 員ワー ン ー 」を するものである。

２ 期

　２ １ 年１１ １６ ２ １ 年１２ ２

３ 員ワー ン ー

　 の３つのワー ン ー とで し、 ワー ン ー に座 として学

者 ( １) を くものとする。

　 地域支援・ 支援

　 障がい者支援

　 人 営

４ ン ー

　 ２に した 員により する。 し、行 、 社協等の関 員、学

者等が協 内容に い、 見を めることができる。

５ 実施内容

　 定委員会で する課題 と 作

　 定委員会での

　 活動（ 進地 、地域住民や当事者への 見 ）

　 の （たたき台）作

６ 実施頻度

　 １ ２ の会 実施。

役割 担

　 　 　　ワー ン ー の と、 として進行を担う。

　 　　 を し、 の は、 の役割を担う。

　 　 　　協 した内容の と、 の作 を担う。

　　な 、 ・ は、 定委員会の事 として出 し、内容 を行う。

　　 の人 は、 ー にて める。

　 　　

会 人運営事業会 予 で 応



4

その

　 事 は、 定委員会事 で協 する。

１

ワー ン ー

地域支援・ 支援

　座 　関 学 学人 福祉学 　教 　　 　 　

　サ 　 社会福祉協 会　　　　　　　 　 子　

障 者支援

　座 　関 福祉 学社会福祉学 　 教 　 　 　

人 営

　座 　 学 学人 学 　　講 　　 　 　

２

ワー ン ー

ワー ン 括　事 　

地域支援・ 支援

　地域福祉推進室 　

　地域福祉推進室地域福祉推進担当 　 和子

　 ン ア・市民活動センター 　

　地域包括支援センター 　

　地域福祉推進室地域福祉推進担当 　 子

　地域包括支援センター 　

　 市　 立 課　 支援員 　加世子

障がい者支援

　障 者福祉センター所 　 子

　（障 者福祉センター所 ） 　

　 課 　

　地域生活支援センター （地域包括支援センター ） 見　 和

　障 者 サー サ 者（ サー センター ） 　

　障 者 サー センター 　 子

人 営

　地域福祉推進室 　

　障 者 サー センター （地域生活支援センター ） 　

　 護 担当 増 　

　 課事 員 市 　

（　　　）は、201 年度 動に う所



員ワー ン ー の開催　等

201 年１２ ２ １ 年６

ワー ン ー 内　容

地域支援・ 支援ワー ン ー

６ 発 り り

定委員会や、 員会での ー

ワーク、役員 会での課題

課題 出（課題 出ワーク）

・中

障がい者支援ワー ン ー

障 者施 について

課題 出（ 員アン ート）

課題 ・中

人 営ワー ン ー

事・ 員会、 員の ・働き方、

員 、 、 　等の

中

発 定委員会 員ワー ン ー 会

　 定委員会委員 　 　 教 との 会　　

員ワー ン ー とともに、 定に けての協

事会（ 会）での協

地域支援 会

支援 会

障がい者支援 会

人 営 会

員会での 見交 会（２ ）

１ 「 発 定に けた、社協への 見や地域課題等について」

２ 「地域のつながり（孤立しがちな人、 え 、高齢者世帯、 の と

　　　　　 り らしの方、 とり 　等 ）」「担い手づくり」について

　　　　 「地域と学 、地域と地 業、地域と がつながる方 」、「 、 っ

　　　　　 たこと、 からの え」について

事（ 事 ）・ 員 会（２ ）

１ 定委員 　 　 　教 による

　　　　「 の地域福祉の課題」について

２ 定委員 　 　 　教 による

　　　　「地域共生社会に ける社会福祉協 会の役割」について

事 会 （ ワー ン 、 で ）　 のまとめ



資料⑤
　第６次発展計画推進・評価委員会での協議を

踏まえての次期計画策定への提案

　 ６ 発 推進・ 委員会の１１ にも 協 を まえ、 の点につい

て の 定に いて協 ・ をされるよう、 がありました。

（１）地域福祉を進めるための地域支援

地 社協等と協 （地域福祉ネット会 ）との関 （ づけ）づくり

地域 （市まちづくり推進課が所 ）と地域 ンづくり

地 ン アセンターの づけ、 の 実 の

ワーカー 生活支援 ー ネーターの役割の 化

（２）地域福祉を進めるための連携（ネットワーク）づくり

生活 者支援と 護支援の 化

地域包括支援センターの づけと機能の強化

生活福祉課題への関 機関・ との連携・協働の推進

エリア ・ 市会 の

（３）社協の 社協 として地域福祉を推進するための 作り

協 機能の活 化

事 （エリア担当 、 支援など）

事業 の リ 化

員の （ 、人事 、人 ・ など）

の 化（共 、会 、福祉 、 ン ア など）

事業内容の見える化（ 発・広 の 方など）

資料⑥
参　考　資　料

市地域福祉 （ ２ ） 定

地域福祉支援 （ ４期）

社会福祉協 会「地域共生社会の実 に けた社協活動 」

生 働 の「地域共生社会に けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関す

　る 会（地域共生社会推進 会） とりまとめ

市

高齢者 福祉 ・介護 事業 （ 期）

３ 市障 者 ・ 市障 福祉 （ ５期）・障 福祉 （ １期）

2 期 市子ども・子 て支援事業
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